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事
実
上
、
売
上
税
導
入

の
是
非
を
め
ぐ
る
国
民

(住
民
)
投
票
と

い
う
性
格

を
も

っ
た
統

一
地
方
選

(
一
九
八
七

・
四

・
十
二
・
二
六
)
は
・

周
知

の
と
お
り
、
そ

の
導
入
を
目
論
ん
だ
政
府
与
党

の
大
敗

で
終

っ
た
。

今
次
選
挙

の
最
大
の
焦
点
と
目
さ
れ
た
福
岡
県

に
お
け
る
社
共
統

↓
候
補

の
当
選

の
み
な
ら
ず
、
都
道
府
県
議
選
挙
で
も
、
自
民
党
が

大
幅

に
減
退
し
、
売
上
税
導
入
反
対

の
社
共
は
じ

め
野
党
が
大
き
く
躍
進

し
た
。
改
選
定
数

二
、
六
七
〇
議
席

の
う
ち
、
自
民
党

の
議
席

は

一
、
三
八
二
で
前

回
比

一
〇
五

の

マ
イ
ナ

ス
と
な
り
、

四
四
都
道
府
県

の
う
ち
三

一
道
府
県

で
議
席
を
減
ら
し
た
。

こ
の
結
果
・
自
民

党

の
議
席
率

は
五

一
.
七
%
と

一
九
五
五
年

の
保
守
合
同
以
来
、
最
低

の
水
準
に
落
ち
込
ん
だ
。

こ
れ

に
た
い
し
て
祉
会
党

は
七

一
議
席

増

の
四
四
三
議
席

で
、
三
三
道
府
県
で
議
席
を
増

や
し
、
ま
た
共
産
党
も
三
三
議
席
増

の

一
一
八
議
席
と
な
り
、
両
党
と
も
自
民
党
と
対

照
的
に
史

上
最
高

の
議
席
数
を
獲
得
し
た
。
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統

一
地
方
選
挙

に
お
け
る
自
民
党

の
大
敗
北
は
、
選
挙
投
票
直
甫

の
各
商
業
新
聞

に
よ
る
世
論
調
査

か
ら
も
あ
る
程
度

予
想

で
き
る
結

果
で
あ

っ
た
。

た
と
え
ば
、
「
朝

日
」

(三

・
一
四
)

に
よ
れ
ば
、
「
売
上
税
導
入
は
公
約
違
反
」
と
み
る
も

の
が
七
四
96
、
「
売
上
税
反
対
」

が

八
二
%
、

ま
た

「
防
衛
費
G
N
P

一
%
枠
撤
廃
反
対
」
も
六

一
%
に
達

し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。

こ
う
し
た
選
挙
結
果
は
、
普
通
な
ら
内

閣
総
辞
職

に
十
分
値
す

る
と

い

っ
て
よ

い
が
、

そ
れ
で
も
な

お
政
府
与
党

は
、
四
月

一
五
日
衆

院
予
算
委

に
お
け
る
予
算
案

の
強
行
採
択
、
本
会
議

上
程
を
強
行
し
た
。

し
か
し
売
上
税
に
た

い
す
る
国
民
多
数
の
強

い
拒
絶
反
応

に
抗

　ぴ

し

し
き

れ
ず
、

一
定

の
経

過

の
後

、

四
月

二
三

日
、

衆

院
議

長

の
調
停

に
よ
り
売

上
税

法
案

は
事

実

上

の
廃
案

と
す

る

こ
と
を

余
儀

な
く

さ

れ

た
。

こ
れ

に
よ

っ
て
、

の
税

制
改
革

関
連

法

案

は
議

長
預

り
と
す

る
、

口
そ

の
取

り
扱

い
に

つ
い
て
は
、

国
会

に
各
党
が

参
加

す

る
協

議
機

関

を
設

置

し
、

そ

の
結
論

を

ま

っ
て
処

理
す

る

こ
と
と

な

っ
た
。

(注
)

議
長
調
停

の
内
容
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

売
上
税
関
連
法
案

の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
は
現
在

の
段
階
で
各
党
の
意
見
が

一
致
し
て
い
な

い
の
で
議
長
が

こ
れ
を
預

か
る
。

し
か
し
、

一
、
税
制
改
革
問
題
は
、
今
後

の
高
齢
化
祉
会
に
対
応
す
る
等
、
将
来

の
わ
が
国
の
財
政
需
要
を
展
望
す
る
時
、
現
在
に
お
け
る
最
重
要
課
題

の

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
言
を
ま
た
な
い
。
従

っ
て
直
間
比
率
の
見
直
し
等
今
後
で
き
る
だ
け
早
期
に
こ
れ
を
実
現
で
き
る
よ
う
各
党
協
調
し
、
最
大

限
の
努
力
を
は
ら
う

こ
と
。

二
、
こ
の
た
め
六
十
二
年
度
予
算
の
本
院
通
過
を
ま

っ
て
直
ち
に
、
本
院
に
税
制
改
革
に
関
す
る
協
議
機
関
を
設
置
し
税
制
改
正
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
こ
と
。
な
お
、
そ
の
組
織
運
賞
に

つ
い
て
は
各
党
に
お
い
て
速
や
か
に
協
議
す
る
こ
と
。

三
、
売
上
税
関
連
法
案

の
取
り
扱

い
に

つ
い
て
は
協
議
機
関
の
結
論
を
ま

っ
て
処
理
す
る
。
今
国
会
中
に
結
論
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、

そ

の
取
り
扱

い
は
各
党

の
合
意
に
基
づ
い
で
措
置
す
る
よ
う

一
層

の
努
力
を
す
る
こ
と
。

さ
ら

に
そ

の
後
、
五
月

=

一
日
、
自
民
党
と
四
野
党

の
国
対
委
員
長
会
談
で
以
下

の
四
点

の
合
意
が
な
り
、
そ

の
結
果
、
売
上
税
法
案

の
今
通
常
国
会

に
お
け
る
廃
案
が
確
定

し
た
。

e
今

国
会

の
会
期

は
延
長
し
な

い
、

口
売
上
税
橡
か
税
制
関
連
法
案

は
ひ
と
ま
ず
廃
案
と
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る
、

㊨
関
連
法
案

は
次

の
臨
時
国
会

(七
量

込
み
)
に
再
提
出
し
な

い
、

四
先

の
調
停

に
も
と
つ

く
税
制
改
革
に
関
す
る
与
野
党
協
議
機

関

琴

国
会
会
期
内

(～
五

.
二
七
)
発
足
を
前
提

に
話
し
合
う
、

こ
と
と
な

っ
た
。
そ
し
て
五
月
二
吾

、
数
度

に
わ
た
る
会
談
決
裂

の

後
、

「
多

数

決

に
よ

っ
て
決

し
な

い
」
と

い
う
合

意
成

立

に
よ

っ
て
与

野
党

協

議

機

関

が

発

足

し
た
。

(但
し
・
共
産
党
は
・
先

の
衆
院
議
長

調
停
案
を
拒
否
し
た
こ
と
を
理
由
に
除
外
さ
れ
た
)。

な

お
、

今

八
七
年

度
予

算
案

も
、

税
制

改

正

の
細

目
を

ペ
ソ
デ

ィ
ン
グ

に
し
た

異
常
な

形

の
ま

ま
、

五
月

二
〇

日
に
異
例

に
遅
れ

て
原

案
ど
お
り
成
立
し
た
。
た
だ
、

一
九
七
六
年
以
来

こ
れ
ま

で
約

δ

年
、
表
面
圭

応
は
守
ら
れ
て
き
た
政
府
公
約
と
し
て
の
防
衛
費

の

対
G
N
P
些

%
枠
突
破

(
一
.
○
〇
四
%
)
を
許
容
す
る
と

い
う
重
大
問
題

を
今

後

に
残
す
結
果
と
な

っ
た
・
「
総
額
決
定
」
方
式
と

い

う
新
基
準

(八
七

.
}
.
二
四
閣
議
決
定
)
に
代
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
防
衛
籍

額

の
贅

的
瓢

(歯
止
め
)
が
今
後
蔓

上
な
く
な
る
こ

と
を
意
味
す

る
か
ら
で
あ

る
。
「
戦
後
政
治

の
総
決
算
」
と

し
て
の

「
行
革
」
推
進

の
下

で
、
平
和
憲
法
に
逆
行

す

る
軍
拡

が
新

た
な
本

格
的
段
階
を
迎
え
よ
う
と

し
て
い
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(注
)

閣
議
決
定

の
全
文

一
、
わ
が
国
は
平
和
憲
法
の
も
と
、
専
守
防
衛
に
徹
し
、
他
国
に
脅
威
を
量

る
よ
う
な
軍
事
大
国
と
な
ら
な
い
と
の
基
本
理
念
に
従
い
・

日
米

安
保
体
制
を
堅
持
す
る
と
と
も

に
、
文
民
統
制
を
確
保
し
、
非
核
三
原
則
を
守
り
つ
つ
節
度
あ
る
防
衛
力
を
自
主
的
に
整
備
し
て
き
た

と

こ
ろ
で
あ

る
が
、
か
か
る
わ
が
国
の
方
針
は
、
今
後
と
も
引
き
続
ぎ
堅
持
す
る
。

二
、
甲

期
防
衛
力
整
備
計
画
L

(六
+
年
九
月
+
八
日
閣
議
決
定
)
は
、
上
記
の
葉

方
針

の
も
と
に
策
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
ご

」
の
期
間
中

の
各
年
度

の
防
衛
関
係
経
楚

つ
い
て
は
、
同
計
画
に
定
め
る
所
要
饗

の
枠
内

で
こ
れ
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
・
な
お
・
同
計
画
を
三
年
後

に

作
成
し
直
す
こ
と
に

つ
い
て
は
こ
れ
を
行
わ
な

い
も
の
と
す
る
。

三
、
「中
期
防
衛
力
藩

計
吻

終
r
後
の
昭
和
六
+
山ハ年
度
以
降

の
防
衛
関
係
讐

の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
・
同
計
画
終
了
ま
で
に
・
改

め
て

国
際
情
勢
及
び
経
済
財
肇

情
等
を
勘
案
し
、
前

記
の
平
和
国
家
と
し
て
の
わ
が
国
の
蒙

方
針

の
も
と
で
決
定
を
行

う

こ
と
と
す
る
・

四
、
今
回
の
決
定

は
、
「当
面
の
防
衛
力
薦

に
つ
い
て
」

(昭
和
五
⊥

年
±

月
音

閣
議
決
定
)

に
袋

る
も

の
と
す
る
が
・
同
閣
議
決
定
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第1図 防衛費の推移(伸 び率:%)

の
節
度
あ
る
防
衛
力
の
整
備
を
行
う
と
い
う
精
神

は
、
引
き
続
き
こ
れ
を
尊
重
す
る
も

の
と
す
る
。

33.435

15,174
5.2;x;(当 初べ … ス)
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合

税
制
改
正
に
関
す
る
今
後

の
蒋
態

の
推
移

を
確
実

に
予
想
す
る

こ
と
は
困
難
だ
が
i

最
終
的

に
は
総
資
本
対
総
労
働

の
力
関
係

に
よ

(注

)

っ
て
結
着
す
る
問
題

で
あ

る
か
ら

、
売
上
税
導
入
の
財
政
的
、
経
済
的
背
景
、
す
な
わ
ち
長
期
深
刻
な
財
政
危
機

の
進
行

(第
三
表
参

照
)
下

に
お
い
て
巨
額

に
累
積

し
た
国
債
発
行
残
高

の
早
期
償
還
、
長
期
化
が
予
想
さ
れ
る
円
高
不
況
と
貿
易
摩
擦

に
対
処
す

る
た
め
の
大

軍
拡
と
大
型
プ

ロ
ジ

ェ
ッ
ト
推
進
な
ど
大
規
模
な

「
内
需
拡
大
」

の
必
要
性
、

く
わ
え

て
独
占
資
本

に
本
来
的
な

一
般
的
課
税
原
則

(必

要
財
源
は
原
則
と
し
て
大
衆
課
税
で
調
達
す
る
)
を
考
え
れ
ば
、
政
府

・
資
本

の
側
が
、
な
ん
ら
か
の
形

で
早
期
に
大
型
間
接
税

の
導
入
を
目
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論

む

こ
と

は
必

至

と

い

っ
て
よ

い
。

(注
)

今
年
度
発
足

し
た
新
行
革
審
内
部
で
、

「積
極
財
政

」
へ
の
転
換
の
た
め
に
、
従
来

の

「昭
和
六
十
五
年
度
に
赤
字
国
債
依
序
を
脱
却
す
る
」

と

い
う
財
政
再
建
目
標
を
大
幅

に
先
送
り
し
、
そ
の
際
国
債
の
累
積
残
高
を
G
N
P
の

一
定
比
率
以
内

に
抑
え
る
と

い
う
新
し
い
目
標
に
置
き
換
え

る
見
解
が
有
力
に
な
り

つ
つ
あ

る
、
と
報
じ
ら
れ
て
い
る

(朝
日
、
四

・
一
九
、
五

・
一
〇
)。

そ
し
て
六
月
二
二
日
、
新
行
革
審
は
、
再
建
目
標
を

「早
期
達
成
」
に
と
ど

め
、
ま
た

「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
路
線
に
つ
い
て
も
、
「経
済
環

境
に
よ

っ
て
再
建
テ
ン
ポ
に
緩
急
を
生
ず
る
の
は
当
然
」
と
し
て
、

再
建

計
画

の
修
正
と
増
税

(直
間
比
率
の
見
直
し
他
)
も

や
む

を
得
な
い
、

と
す
る
報
告
書
を
ま
と
め
た
。

そ
し
て
実
際
、

売

上
税

の
事
実
上

の
廃
案
を
決

め
た
四
月
二
二
日
の

「
衆
院
議
長
調
停
案
し

の
第

一
項

に
は
、

「
税
制
改
革
問
題

は
、

今
後

の
高
齢
化
社
会

に
対
応
す
る
等
、
将
来

の
わ
が
国

の
財
政
需
要
を
展
望
す

る
時
、
現
在

に
お
け
る
最
重
要
課
題

の

一
つ
で
あ

る
こ
と

は
、
言
を
ま
た
な

い
。
従

っ
て
直

間
比
率

の
見
直
し
等
、
今
後

で
き

る
だ
け
早

い
時
期

に
こ
れ
を
実
現

で
き

る
よ
う
各
党
協
調
し
、
最
大

限

の
努
力
を
は
ら
う

こ
と
」
と
明
記
さ
れ

て
い
る
。

つ
ま
り
、

「
高
齢
化
社
会

に
対
応
す

る
」
と

い
う
理
由

の
下

に
、

す
な
わ
ち

"
福
祉

目
的
"
と

い
う
名

の
下

に
、
「
直
間
比
率
の
見
直
し
」
す
な
わ

ち
直
接
税

の
比
率
を
減
ら
し
て
間
接
税

の
比
率
を
増
や
す

よ
う
、
「
最
大
限

の
努
力
を
は
ら
」

い
、
「
で
き
る
だ
け
早
い
時
期

に
こ
れ

(大
型
間
接
税
)
を
実

現
」
し
よ
う
と

い
う
意

図
と
含
み
が
明
白

で
あ

る
。

そ
こ
で
以
下
、
大
型
間
接
税
導
入

の
可
否
を
め
ぐ
る
今
後

の
議
論

の
推
移

の
な
か
で
予
想
さ
れ

る
い
く

つ
か
の
論
争
点
な

い
し
問
題
点

に

つ
い
て
簡
単

に
ふ
れ

て
お
こ
う
。

第

一
は
、

い
わ
ゆ
る

「
直
間
比
率
」

の
問
題

で
あ

る
。
政
府
与
党

の
側

は
言
う
を
ま
た
な

い
が
、

野
党
勢
力

の
内
部
で
も
、

「
所
得
税

減
税

の
先
行
実
施
」
「
高
齢
社
会

へ
の
対
応
」
等

々
を
そ

の
前
提
な

い
し
条
件
と

し
つ
つ
、
「
直
間
比
率
」

の

「
是
正
」
と

い
う
表
現

の
下

に
、
大
型
間
接
税
を
事
実
上
、
容
認
す

る
言
動
が
拡
が

る
可
能
性
で
あ

る
。
事
実
す
で
に
、
た
と
え
ぽ
公
明
、
民
社

(五

.
一
二
、

一
三
の

N
H
K
党
首
イ
γ
タ
ビ

ュ
ー
な
ら
び
に
民
社
大
内
書
記
長
の
記
者
会
見
)
、

さ

ら

に
は
全
民
労
協
、

同
盟
、
自
動
車
総
連
な
ど

の
八
七
年
度
運
動
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第2表 国税構成の国際比較

分 隙 税鱗 翻(付 加価値 税)1墜璽)1合 計

 

区

100.O

goo.0

100.O

goo.o

ioo.o

loo.o

Zs.2

Zi.7

22.7

18.6

14.9

20.8

24.6

30.9

44.5

22.3

26.2

11.7

43,3

49.5

59.4

43.1

73.S

..

56.7

50.5

40.6

56.9

日 本

ア メ リカ

イギ リス

西 ドイ ツ

フ ラン ス

イ タ リア

※ 大蔵 省r財 政金融統 計 月報』1985.5号

(注)日 本は1986年 度 当初,外 国は84年 度 決算 また は

見込。

方
針

案
等

々
に
み

ら
れ

る
と

お
り

で
あ

る
。

こ
う

し
た

「
直

間

比

率
」

の

「
是
正

」
を

主
張

す

る
際

に
し
ぽ

し
ば
引

合

に
出
さ

れ

る

の
が

、
諸

外

国

に
お
け

る

「
直

間

比
率
」

の
例

で
あ

る
。

第
二

表

に
み

ら
れ

る
と

お

り
、

わ
が

国

の
そ

れ
が

七
三

・
八
対

二
六

・
二
、

ア

メ
リ
カ
八
八

・
三
対

一

一
・
七
、

付
加

価

値

税

の
導

入
が
加
盟

の

一
条

件
と

な

っ
て

い
る
E

C
で

は
、

イ
ギ

リ

ス
五

六

・
七
対

四
三

・
三
、

西
ド

イ

ッ
五
〇

・
五
対

四
九

・
五
、

フ
ラ

ン
ス
四

〇

・
六

対

五
九

.
四
、

イ

タ

リ

ア
五

六

・
九

対
四

三

・

一
等

々
と
な

っ
て

い
る
。

だ
が
、

こ

の
租
税

体
系

の

一
特

徴
を

表
現

す

る

「
直

間
比
率

」
に
、

何

か

適

正
L
で
「
科

学
的

」
で

「
客
観

的
」
な
基

準
な

い

し

比
率

が
存

在
す

る

か

の
ご

と
く

し
ぽ

し
ぽ

主

張
さ
れ

が

ち
だ
が
、

実
際

に
は
そ

の
よ
う
な

も

の
は
何
も
な

い
。

「
適

正
」
な

「
労
働
分

配

率
」
が

存
在
す

る
が

ご
と

き

主
張
と

少

し
く

相

似

て

い
る
。

「
直

間

比
率
」
な

る
も

の
は
、

各
国

そ
れ

ぞ
れ

の
歴
史

的

事
情
な

い
し
経

過

と
、

各

国

に
お
け

る
労
資

の
力

関

係

の

一
反

映
あ

る

い
は

一
結

果

に
す

ぎ
な

い
。

要
す

る
に
、
た
だ
そ
れ
だ
け

の
こ
と

で
あ

る
。

あ
え
て
い
え
ば
、
租
税
体
系
と

し
て
は
、
む
し
ろ
直
接
税
中
心

の
体
系
が

ヨ
リ
民
主
主
義
的
性
格
を
も

つ
と

い
う
方
が
正
当
で
あ
る
。

と

い
う

の
は
、
例
え
ば
直
接
税

の
代
表
格
を
な
す
所
得
税
は
、

間
接
税

に
比
べ
て
国
民
が
そ

の
負
担
を
実
感

し
や
す
く
、

そ
の
限
り
で

一

国

の
財
政

ひ
い
て
は
政
治

の
あ
り
方

に
関
心
を

ヨ
リ
高

め
や
す
く
、

し
か
も
所
得
税
が
高
額
所
得

に
た
い
し
て
累
進
課
税

の
度
合
を
高

め

れ
ぽ
高

め
る
ほ
ど
、
租
税
負
担
の
公
平
が

ヨ
リ
強
く
実
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

こ
う
し
た
意
味

で
、

「
直
間
比
率
」

の

「
是
正
」
(現
在

の
わ
が
国
で
い
え
ば
、
実
質
的
に
は
間
接
税
を
増
や
す
意
)
そ

の
も

の
が
必
要
だ
と
す

る
主
張
は
、

な
ん
ら
科
学
的
根
拠
が
な

い
だ
け

で
な

く
、
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客
観
的

に
は
、
不
公
平
課
税
を

一
段
と
拡
大
す

る
大
衆
大
増
税
と
し
て
の
大
型
間
接
税
導
入
に
加
担
す
る
言
動
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

。第
二
は
、
売
上
税
が
年
金
、
医
療
費
な
ど
社
会
保
障
支
出

に
そ

の
使
途
を
限
定
し
た

「
福
祉
目
的
税
」
と
変
装

し
て
再
登
場
し
て

く
る

可
能
性

で
あ
る
。
す

で
に
み
た
嚢

調
停
案
も
税
制
改
革

の
理
由
と
し
て

「
高
齢
化
社
会

に
対
応
す

る
財
政
需
要
」
を
賄

う
こ
と
を
前
面

に
強
調
し
て
い
る
が
、
自
民
党

.
安
倍
総
務
会
長
が
売
上
税

に
か
か
わ
る
間
接
税

の
あ

り
方
と

し
て

「
場
合
に
よ

っ
て
は
・
福
祉
関
係

の

支
出
に
目
的
を
限

っ
た
福
祉
目
的
税

で
あ

っ
て
も
か
ま
わ
な

い
。
」
(五

・
六
講
演
)
と
い
う
発
言
が
象
徴
的

で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
明
確
に
す

べ
き

決
定
的
な
問
.題
は
、

そ
の
目
的
税
を

い

っ
た
い
誰
が
負
担
す
る

の
か
、
と
い

う
こ
と

で
あ

る
。
こ
れ
が
間

接
税

で
賄
わ
れ

る
な
ら
、
実
質

は
軍
拡

目
的

の
売

上
税
導
入
と
事
態

は
少

し
も
変
ら
な
い
。

か
り
に
間
接
税
二
兆
円
と
す
れ
ば
、
そ
の
金

額
分
を
、
、」
れ
ま
で
社
会
保
障

に
允
当
し
て
い
た
租
税
か
ら
ヵ

ッ
ト
し
て
軍
轟

に
ま
わ
す
、
言

い
か
え
れ
ぽ
新
た
な
二
兆
円

の
間
接
税

(大
衆
課
税
)

で
軍
拡

に
允
当
す

る
の
と
実
質
は
ま

っ
た
く
変
り
な

い
か
ら

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
「
福
祉
目
的
」
税
は
新
た

な
福

祉
行

政

の
拡
充

に
ま

っ
た
く

結

び

つ
か
な

い
2

G
あ

る
。
か

つ
て
篁

次
大
戦
を
目
前

に
し
て
、
第
ニ
イ

ソ
タ
の
社
民
党
が
・
誼

国
防
衛
L

と

い
う
支
出

"
目
的
〃
の
た
め

に
、
侵
略
戦
争

の
た
め
の
赤
字
国
債

(形
を
変
え
た
大
衆
増
税
)
を
支
持
し
た

の
と
事
実
上
同
然

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
福
祉
拡
大
を
真

に

「
目
的
」
と
し
て
課
税
す

る
の
で
あ
れ
ぽ
、
課
税
対
象
を
独
占
資
本
の
高
.額
所
得

・
資
産

に
明
確
に
限

定

し
た
課
税
を
要
求
す

べ
き

で
あ

る
。
同
時
に
こ
れ
は
不
公
平
税
制

の
是
正
に
も
な
る
。

第
三
は
、
後
述
す

る
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
等

の
所
得
減
税

の

「
先
行
実
施
」
等
と
ひ
き

か
え
に
、
大
型
間
接
税

の
事
実
上

の
導
入
を
容
認
す
る

よ
う
な
結
着
が
は
か
ら
れ
る
可
能
性
で
あ

る
。
そ
れ

で
は
減
税
効
果
は
無

に
帰
す

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。

サ
ラ

リ
ー

マ
ソ
減
税
を

は
じ

め
勤
労
大
衆

の
減
税
を
要
求
す
る

こ
と

は
当
然

か
つ
必
要
な
こ
と

で
あ
る
が
、
そ

の
た
め
に
必
要
な
財
源
は
、
あ

く
ま
で
も
不
公
平

税
制

の
是
正
に
求
む
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、

不
公
平
税
制
と

い

っ
て
も
、

い
わ
ゆ
る
九

・
六

・
四

(第
十

一
図
参
照
)
は
サ
ラ
リ

ー

マ
ン
・
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農
民
・
自
営
業
者
と
い
う
基
本
的

に
は
同
じ
勤
労
大
衆
間

の
不
公
平
で
あ

っ
て
、

そ
の
意
肇

は
第

二
義
的
問
題
で
あ

る
.」
ζ

も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
も
是
正
す
べ
き
だ
が
)
・

笙

義
的

で
最
大

の
不
公
平
課
税

(第
二
〇
表
参
照
)
は
、

独
占
資
本
と
勤
労
大
衆
間

の
そ
れ

で
あ

る
.と

を
、

明
確

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
公
平
か

つ
民
主
主
義
的

で
あ

る
こ
と
が
課
税
原
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。

二

冗

八
七
年
度

「
行
芒

予
算

の
総
体
と

し
て
の
特
徴
を
象
徴
す

る
の
は
、
二
重

の
政
府
公
約
違
反
と

い

っ
て
よ

い
大
型
間
接
税

へ売

上
税
)
の
導
入
と
防
衛
費

の
G
N
P

一
%
枠
突
破

の
問
題
で
あ

る
。

八
二
年
度
以
降
・
「
戦
後
政
治

の
総
決
算
」
と
し
て
の

「
行
財
政
改
革
」

の
推
進
、
そ
し
て
そ
の
税
制
版
た
る

「
戦
後
税
制
の
総
決
算
」

と

し
て
・
戦
後
税
制

の
枠
組
み
を

つ
く

っ
た

シ
ャ
ウ
プ
勧
告

(
一
九
四
九
、
五
〇
年
)
実
施
以
来
三
六
年
ぶ
り
と
い

っ
て
よ
い
税
制
大
改
革

(悪
)
が
・

い
ま

一
九

八
七
年
度

・
中

曽

根
内

閣

の
下

で
実

施

霧

さ
れ

よ
う
と

し

て

い
る
。

も

っ
と
も

.あ

間
、

シ
ャ
ウ
プ

攣

口
で
全
額

課

税
と
な

っ
た

キ

ャ
ピ

タ

ル
ゲ

イ

ソ

(株
式
、
公
社
債
譲
渡
所
得
)
杢

九

五
三
年
度

の
所
得

税
法

改

正

で
非
課

税
と

さ
れ

た

.」
と

に
袋

さ
れ

る

よ
う

に
・

戦
後

G
H
Q

下

の

一
連

の
非
軍

事
化

・
民

主
化

政
策

に
た

い
す

る

「
逆

・
-

ス
」

の
進

行

は
、
税

財
政
面

に
お

い
て
も

例
外

で
は
な
か

っ
た
・

こ
の
意
味

で
は
、
今
年
度
予
定
さ
れ
て
い
る
税
制

の
大
改
蔑

、

こ
れ
ま
で
の
済

し
崩
し

「
逆

.
支

」

の
い
わ

へ

む

ば

一
集

大
成

を
意

味

し
、

し
た
が

っ
て
文
字

ど

お

り

門
戦
後

税

制

の
総

決
算

L

と

い
う
性
格

と
内

容

を
も

っ
て

い
る
と

い

っ
て
よ

し

し
か
も
そ
れ
は
・
わ
が
国

に
の
み
特
殊
な
事
態

で
は
な
く
、

ス
多

フ
レ
↓

・
ソ
と
長
期
深
刻
な
財
政
危
機
と
い
う
国
際
的

に
共
通

す
る
社
会
経
済
情
勢
と
背
景

の
も
と
で
、

ア
メ
リ
ヵ
は
じ
め
先
進
資
奎

義
諸
国

に
葉

的

に
共
通
な
内
容
と
方
向

に
お
い
て
実
施
さ
れ

ハぴ

　

よ
う
と

し

て

い
る
点

も
注

目

に
値

す

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 (注
)

栞

寅
男

ヲ

メ
リ
カ
税
制
改
革

の
意
味
L

(『経
済

セ
ミ
ナ
誌

、

一
九
八
六

・
±

月
号
、
八
田
斎

ヲ

メ
リ
カ
税
製

革
の
難

」
『
魏
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第3表 進行止めぬ財政危機

国債費

一般会計

国 債 費(当初)

%

2

3

2

4

渇

謁

2

3

3

」

渇

2

4

6

8

9

10

12

14

15

16

18

19

20

う ち 利 払 費

億 円

7,335

13,289

19,316

26,280

国債残高

GNP

国 債 残 高

1伸 率

33,398

×4,173

55,653

64,650

79,050

SS,657

9S,785

×06,04s

億 円

10,394

1.5,547

23,487

32,227

40,784

53,104

G6,542

78,299

81,925

91,551

102,241

113,195

 

嵩

蜘

㎜

㎜

鵬

鄭

伽

襯

魏

姐

伽

伽

%

冷

護

ゐ

渇

』

55

47

44

33

32

325

」

3

」

2

諭

護

16

17

13

10

10

6

億 円

149,731

220s776

319024

426,Z58

X62,513

705,098

822,734

964,822

].,096,947

1,216,936

1,346,000

1,432,000

国債発行額
(当初)

(公債依存
度:D/)

億 円

20,000

(9.4}

72,750

(29.9)

84,800

{29.7)

1d9,850

{32,0)

152,700

(39.6)

工42,700

(33.5)

x22,700

×26.2)

104,400

Uzi.o)

133,450

(26.5)

126,SOO

(25.0)

11C,800

{22.2)

109,460

(ZO.2}

 

分区

年度

椰

㎜

㎜

㎜

㈱

㎜

㎜

肥

脇

脳

脳

脳

通
信
』

八
六

・
十

一
月
号
)
、

長
岡
実
、
首

藤

発

『
財
政
と
税
制

の
課
題
』
、
日
本
法
制

学
会
。

今
年
度

の
税
制
改
正

の
特
徴
点
を
端
的

に

要
約
す
れ
ば
、

第

一
に
、

「
税
制

の
公
正

・

簡
素
化
」
「
内
需
拡
大
」
「
民
間
活
力

の
維
持
、

増
大
」
「
国
際
協
調
」
等

々
の
名

の
も
と

で
、

独
占
資
本

(法
人
、
個
人
を
含
む
)
に
た

い
し

て
は
戦
後
か

つ
て
な
く
露
骨

で
大
幅
な
減
税
、

対
す
る
に
勤
労
階
級
に
は
戦
後

か

つ
て
な
い

大
幅
な
増
税
が
う
ち
だ
さ
れ

て
い
る
こ
と

で

あ

る
。

こ
れ

に
よ

っ
て
、
不
公
平
税
制
が
格

段
に
拡
大
す
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

第
二
に
、
今
年
度
を
新
た
な

ス
タ
1
ト
と

し
て
、
他
方

に
お
け
る
生
活

・
福
祉

・
教
育
・

小
零
細
企
業

(農
漁
業
を
含
む
)
な
ら
び

に
人

件
費

(要
員
、
賃
金
)
等

々
の
徹
底
し
た
削
減

な

い
し
抑
制
と
あ

わ
せ

つ
つ
、
従
来

の

「
行
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瑚

革
L
下

の

「
増
税
な
き
財
政
再
建
」
路
線
1

も

っ
と
も
実
際

に
は
既
稿
で

述

べ
て
い
る
と
お
り
、
大
衆
増
税

は
着
実
に
進
行
し
て
い
た

の
だ
が
1
1
か

ら
、
本
格
的
な
大
衆
増
税

に
よ
る

「
財
政
再
建
」
路
線

に
向

っ
て
正
面
切

っ

)

て
踏
み
だ
し
た
こ
と

で
あ
る
。

こ
れ

に
よ

っ
て
、
資
本
主
義

の

一
般
的
危
機

補

の
現
代
的
な

一
大
象
徴
と

い

っ
て
よ

い
・

ヶ
イ

ソ
ズ
肇

の
国
際
的
規
模

に

の楊

お
け
る
破
綻

に
も
と
つ
く
長
期

.
深
刻
な
財
政
危
機

(第
三
表
参
照
)
克
服
策

棘

の
階
級
的
本
質
が
何
人

の
目

に
も
露
わ
と
な

っ
た

.、
と
で
あ

る
。

くき

特
徴

の
第

三
は
、
前
稿

で
予
測
し
た
と

お
り
、
急
激
な
円
高

.
ド

ル
安

の

鋤

進
行

(第
二
図
)
と
そ
れ
を
契
讐

す
る
円
高
不
況
の

冤

服
L
、
な
ら
び
に

場醐

「
貿
易
摩
擦
解
消
」
国

際
協
調
L
を
目
指
す
と

い
う

丙

需
拡
大
L

の
内
実

図

が
、
他
方

に
お
け
る
軍
拡
、
大
型
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
中
心
の
公
共
事
業
推
進
等

辮

と
あ
わ

せ
て
、
独
占
資
本

の
法
人

・
個

人

所
得

と

い
う

「
内
需
」

の
拡

大

(大
幅
な
減
税
)

に
あ
る

こ
と
が
、

こ
れ
ま
た
何
人

の
目

に
も
露
わ
に
な

っ
た

こ
と

で
あ

る
。

角

/
防
)

い
う
ま
で
も
な
く
、
急
激
な
円
高

・
ド

ル
安

の
規
定
的
要
因
を
な
す
も

の

は
・
先
端
技
術
部
門
を
中
心
と
す
る
日
本
独
占
資
本
が
、
徹
底

し
た

「
減
量
合
理
化
」

に
ょ
る
低

コ
ス
ト
と
強

い
国
際
経
済
競
争
力
を
も

と

に
・
対
米
を
筆
頭

に
集
中
豪
雨

の
ご
と
く
輸
出
を
激
増
さ
せ
て
き
た
こ
と
に
あ

り
1

為

替
差
益
を
求
め
る

享

差

ー

ム
は
、

そ
の

増
幅
要
因

1

・
そ
し
て
そ
れ
が
為
替
相
場

(円
と
ド
ル
の
交
難

率
)

へ
必
然
的

に
反

映
し
た
結
果

で
あ
る
。

資
本
嚢

に
固
有

の
生
産

払

蝦灘

擬

劉跳12111098765432月

"
h
u
/
・

呆
公
定

馨
下
げ

10
/
31
日
米
蔵
相
共
同
声
明

男
製
哩霧

鶉
銭

7
/
11
米
国
公
定
歩
合
下
げ

'
へ

髪～

象

ー

ノレ

4
/

鴛
米
公{疋

歩
合
下
げ

噌和麟

難響
.

　

年

一

旧

」u

撫

罐
-

蜘

㈱

捌

蜘

脚

脚

蜘
螂1
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の
無
政
府
性
と
際
限
な
き
独
占
利
潤
追
求

の

一
産
物

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

一
九
八
七
年

百

+

六
日
の
大
蔵
省
髪

(通
関
べ
或

、
鐘

に
ょ
る
と
、

充

八
六
笙

年
間

の
輸
出
総
額

(島

車
こ

般
壌

電
誕

械
、
金
属
加
工
機
禦

忠

)
魅

削
年

些

九

.
一
%
増

の
約

二
千
九
+
二
億

ド

ル
、

他

方
輸

入
籍

筒

二

三

%
減

の
約
千
二

亘

ハ
+
五
億
ド

ル
で
、
差

し
引
嘉

出
超
過
額
は
過
去
最
高

の
約

八
百
二
+
七
億
ド

ル
に

も
達

し
た
・
な

か
で
も
・

ア

メ
リ
カ
向
け
輸
出

竪

則
年
比
二
三

.
三
%
増

の
約
八
百
五
億
ド

ル
、
他
方
輸
入
は
里

二

・
四
魯

の
約

二
百
九
+
億
ド

ル
で
・
差
し
引
き
対
米
輸

出
慧

額
は
過
去
最
高

の
約

吾

+
五
億
ド

ル
、
輸
出
超
過
総
額

の
六
二

三

%
を
も
占
め
て

い
る

(第
一二
図
参
照
)
・

こ
の
箪

・

}
九
八
六
年

の
呆

の
輸
出
籍

(ド
ル
表
示
)
は
、
G
N
P
で
呆

の
三
倍
弱
を
も

つ
ア

メ
劣

の
そ
れ
と
ほ
ぼ
肩
を
並
べ
る
ま
で
に
い
た

っ
た

(第

四
表
参
照
)
。

ま
た
、
米
霧

省
発
甕

九
八
七

.
一
.
三
・
)
に
よ
る
と
、

ア
づ

ヵ
の

充

八
六
笙

簡

の
輸
出
讐

一書

七
+
三
億
ド

ル
・

第3図1986年 の貿易動向

5

　

0兆
円

5)

ハ
U

r
O

A
U

f意2000

ド

ル1800
w

1600

1400

1200

0

輸 出 、円べ 一 ス

ぴ 一 〇.。・0闘._画 輸/

輸 出 、円 ハ

o、 ドルベ ー ス、/
へs

鵯灘 亥一♂A＼ 墨
ユ981ゴト8283848586

瀦瞳讐 篁1藍「1「

第4表 日米の輸出額の動向

瞳鱗期
年 1日 本 擁 国

220,783

233,739

212,275

200,538

21.7,888

213,146

210,000

129,807

×52,030

13$,831

146,92?

17Q,114

175,638

Zlo,000

1980

81

82

83

84

85

・ ・
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第5表 日本 の対外 資産 ・負債

(1985年 末,単 位 ・億 ドル)

債負産資

長 期 負 債1,223

民 間 部 門918

{政府部 門306

短 期 負 債1,856

民間部Fヨ1,770

{政 府部門86

負 債 合 計3,079

条屯 資 産1,298

民 間 部 門1,045

{政府部門254

長 期 資 産

民間部門

{
(うち証券投資)

政府部門

短 期 資 産

民間部門

{政府部門

資 産 合 計

3,013

2,fi45

1,457

368

1,364

i....

277

4,377

(注)1985年 においてわが国の純資産額は先進資

本主義国中で第1位 とな り,逆 にアメリカは

債務超過(純 負債約600億 ドル)へ 転落した。

輸
入
額

は
三
千
八
百
七
十

一
億
ド

ル
で
、
差

し
引
き
貿
易
赤
字
が
史

上
最
高

の
千

六
百
九
十
八
億
ド

ル
、
こ
の
う
ち
対
日
赤

字
が

こ
れ
ま

た
史
上
最
高
の
五
百
八
十
六
億
ド

ル
で
、
赤
字
総
額

の
三
四

.
五
%

に
達

し
て

い
る
。

も

っ
と
も
、

一
九
八
六
年
分

の
わ
が
国

の
輸
出
急
増

は
、

い
わ
ゆ

る

「
(逆
)
J

カ
ー
ブ
効
果
」

に
伴
う
側
面
を
も

っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
輸
出
数
量
は
す
で
に
減
少

に
転
じ
て
い
て
も
、
急
激
な
円
山口同
に

よ
り
ド

ル
表
示
の
輸
出
価
額
が
上
が
り
、
ド

ル
ベ
ー

ス
の
輸
出
総
額

が
急
膨
張

し
た
こ
と
で
あ

る
。

し
か
し
、

そ
の

「
J

カ
ー
ブ
効
果
」

も
八
六
年
末
で
ほ
ぼ
終
了
し
た
と

一
般
に
み
ら
れ

て
お
り
、
八
七
年

に
は
輸
出
数
量

の
減
少

に
伴
う
輸
出
額

の
大
幅
な
落
を
込
み
が
現
わ

れ

る
の
は
必
至

の
状
況
に
あ

る
・
す

で
に
事
実
、
円
建

て
で
換
算
す
る
と
、
わ
が
国

の
輸
出

は

一
九
八
五
年
を
ピ
}

と

し
て
、

八
六
年

に
は
約
三
五
兆
二
千
九
百
億
円
・
前
年
些

五

・
九
%

の
減
少
を
示
し
て
い
る

(笙

一函

参
照
)
。

な
お
大
蔵
省
速
報

に
よ
る
と
、
八
七
年

五
月
の
貿
易
収
支

の
黒
字
幅

は
、

六
〇
年
三
月

(○

・
二
減
)
以
来
、

一
一年
二

ヵ
月
ぶ
り
に
前
年
同
月
比

一
四

.
九
%

の
大
幅
減
と
な

っ

た
。こ

う
し
て
近
年
わ
が
国

の
輸
出

の
急
増

は
、
そ

の
必
然
的
反
作
用
と

し
て
、
急
激
な
円
高
を
招
き
、

こ
の
円
高
を
契
機
と

し
て
新
た
な

過
剰
生
産
恐
慌

(円
高
不
況
)

へ
突
入
し
て

い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

円
高
不
況
は
、
資
奎

蓬

と

っ
て
必
然
的
で
固

有
な
葉

的
矛
盾

の
周
期
的

・
集
中
的
爆
発
た
る
全
般
的
過
剰
生
産
恐
慌
が
、
円
高

に
伴
う
国
際
価
格
撃

力

の
低
落
と
、
輸
出
関
連
産
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業
を
中
心
と
す
る
輸
出

の
伸
び
な

や
み
な

い
し
減
少
を
契
機
と
し

て
発
現
し
た
も

の
と

い
う

こ
と
が
で
き
る
・
あ

る
い
は
言

い
か
え
れ
ぽ
・

日
本
資
奎

義

(独
占
資
本
)
み
ず

か
ら
が
生
み
だ
し
た
過
剰
生
産
恐
慌
を
、

こ
れ

ま

で

ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
貿
易

●
輸
出
相
手

国
に
藤

し
.そ

き

た

(過
剰
崖

の
は
け
ぐ
ち
と
し
て
き
た
)
の
が
、
急
激
な
円
高

の
進
行
と
と

も

に
そ
れ
が
困
讐

な
り
・
そ

の
輩

・

恐
慌
が
潜
在
的
状
態
か
ら
顕
在
的
状
態

へ
突
入
し
た
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

こ
う
し
た
円
高

不
況

の
発
現
、
そ
し

て
そ
れ
が
相
当

藻

刻
で
激
烈
な
も

の
と
な
る
と
予
想

さ
れ
る
こ
と
は
・

充

八
六
年

の
笙

.

四
半
期

(
Σ

脊

)

の
実
質
経
蔑

叢

が
、
笙

次

石

油

危
機

後

の

一
九
圭

年

の
笙

・
四
半
期
以
来
士

年

ぶ
り
に

マ
イ
ナ

ス

第4図 実質成長率(GNP,GNE)の 推移

9

名 目
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竃
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1967,69,71 ワ3
'75'77
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ｺO

'79'81'83'85

'6S'fi8

(暦 年)

'?0 '72'76
'74

'78 ,80'82'84 'S6

6〕25

¢

20

15

に
転

落

(前
期
比
で
○

.
五
%
減
、
年
率
に
し
て
二

・
一
%
減
)

し
た

こ
と
、

一
九

八

六
年

(暦
年
)

の
実

質
成

長
率

が

二

・
五
%

と
第

一
次

石

油

危
機
後

の
七
五

年

の
二

.
七

%

(七
四
年

は

マ
イ
ナ
ス

一
・
四
%
)
を
下

回

り
、

こ

こ
十

二
年

間

で
最

低

の
水
準

に
落

ち

こ
ん
だ

こ
と

(経
企
庁
、
三

・
一
八
速
報
。
第
四
図
、
第
六

表
参
照
)
、

一
九

八

七

年

一
月

の
完

全
失

業

率

(総
務
庁
、
労
働
力
調
査
速
報
・
三

月
三
日
発
表
)
が

一
九

五
三
年

の
調
査

開

始

以

来

初

め
て
三

・
○

%
と
過

去
最

高

を
記

録

し
、
完

全

失
業

者
数

も

一
八

二
万
人

に
達

し

て
い
る

こ
と

(第
七
表
、

第
五
図
も
参
照
)、
里

、蜀

産
が
激
増
し

つ
つ
あ

る
こ
と

(第
六
図
)
な
ど
に
象
徴

的

に
示
さ
れ

て
い
る
。

こ
う
し
た
円
高

不
況
と
貿
易
摩
擦

の
激
化
を
背
景
と

し

て
、

そ

の

「
克
服
」

の
た
め

の
財
政
出
動

に
よ
る

「
内
需
拡
大
」
論
、
緊
縮
基
調
か
ら
拡
大
基
調

へ

の
財
政
政
策

の
転
換
論
が
再
浮
上
し
つ
つ
あ

る
。

こ
う
し
て
、
前
稿

で
指
摘

し
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第6表 実質国民総支出の推移

寄与度
86年

10-127-94-61-3

85年

10-12

1,0.4

昭

胴

侃

M

α-

1,1.2

0.2

f0.2

0.4

167131.1

(一一〇.7)

16627.O

X4.9)

56562.6

(2.0}

1256.9

(36.6)

32106.4

(14.4)

22363.4

Co.s}

-1850 .1

{-203.1)

7576.0

(10.1)

51998.3

(一 一3.2)

44422.3

(一一一2.9)

301772.9

(o.s)

3.2

168282.5

(1.3)

15851.9

(7.o}

55471.9

(0.5)

920.4

(43.9)

28058.0

(1.2)

22184.2

(1.8)

1795.1

(-44.8)

6878.0

(‐lo.5)

52640.0

(‐o.8)

45762.O

Co9)

299438.0

(0.7)

3.0

166134.2
(1.2)

14808.5
(3,3)

55204.3
(0.4)

639.5
(-63.0)

27719.2
(0.4)

21785.4
(3.6)

3252.8
(8119.9}

7687.2
(-27.8)

53044.1
C1.s)

X5356,0
(g.1)

297230.1
(0,9)

3.8

1G4123.7

(0.4)

14340.6

×1.5)

5983.4

Co.3)

1726.5

(-20.5)

Z7so6.7

(o.9)

21022.4

(0.3)

39.6

(-93.5)

XO640.6

(-13.o}

522x8.9

(-3.3)

41568.3

(-0.4)

294483.4

(-0.4)

,11.7

163477.4
(0.5)

14124.4
(1.7)

5481.3
(2.6)

2172.1
(].5.3}

27370.1
Cx.o)

20960.5
(1.7)

608.7
(41..4)

12235.9
(-1.2)

53973.3
(-1.8)

41737.5
(-2.0)

295760.3
{i.2)

4.7

民間最終消費支出

民 間 住 宅

民 間 企 業 設 備

民間在庫品増 加

政府最終消費支出

公的固定資本形成

公 的在庫 品増 加

経 常 海 外 余 剰

輸 出 等

輸 入 等

国 民 総 支 出

年 率 換 算(%)

カ ッコ内は前 期比,実 数 は年率で,単 位は10億 円,

前期比,▲ は マ イナス

て
お

い
た
と

お
り
、

戦
後

か

つ
て
な

い
国

際
的

規
模

に
お
け

る
長
期

・
深
刻

な
財
政

危
機

の
元
凶
と

し
て
、

ヶ
イ

ソ
ズ
理
論

に

も
と
つ

く

ス
ペ

ン
デ

ィ

ソ
グ

ポ

リ

シ

!

(財
政
支
出
に
よ
る

「
内
需
拡
大
」)
と

「
大

き

な
政

府
」
を

一
方

で
排
斥

(そ

の
理
論
的
根

拠
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
が

マ
ネ
タ
リ
ズ

ム
や
供
給

サ
イ
ド
の
経
済
学
)
し

て

お

き

な

が
ら
、
他
方
で
同
時

に
、
依
然
と
し
て
そ

れ

に
依
存
せ
ざ

る
え
な

い
と

い
う
政
策
選

択
上

の
デ

イ

レ
ソ

マ
、

い
い
か
え
れ
ぽ
資

瀧

駒

奎

義
の
一
般
的
危
機
窺

局
面
に
お
け

欄

朗

る
深
刻
さ
と
特
徴
的
籍

が
実
証
的
に
浮

灌

彫
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

準

は

基

度

八
七
年
度
税
制
改

正
の
性
格
と
意
義
を
、

年

与

脚

寄

こ
れ
ま
で
要
約
的

に
述

べ
て
き
た
昨
今

の

　
よ

り

)

%

内
外
経
済
情
勢
な
ら
び
に
財
政
政
策
上

の

姓

観
点
か
ら
み
れ
ぽ
、
以
下

の
諸
点
を
挙
げ
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第5図 円高不況下の失業の激増
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第6図 円高 倒産の状 況

第7衷 失業 ・失業率

の推移

年1実働召1菱業薯俊業藁

万人 万人
1971 5,186 64 1.2

72 5,199 73 1.4

73 5,326 ss 1.3

74 5,310 73 1.4

75 5,323 goo 1.9

7s 5,378 108 2.0

77 5,452 110 2.0

78 5,532 124 2.2

79 5,596 117 2.1

80 5,650 il4 2.0

81 5,707 126 2.2

82 5,774 136 2.4

83 5,889 156 2.6

84 5,927 X61 2.7

85 5,963 15fi12.6

働膀局計統庁

」

務

査

総

調力

※

る

こ
と
が

で
ぎ

よ
う
。

8
ほ
ぼ

一
九

七
五
年
以

来

の
長

期

・
深
刻
な

財
政
危

機

は
依
然

と

し

て
解

消

の

目

処

が

立

た
ず

(
一
九
七
五
年
以

降
、
赤
字
国
債
発
行
残
高

は
累
増
を
重
ね
て

八
六
年

度
末
で

一

四
三
兆
円
、
ま
た
国
債
費
も
八
七
年
度
歳
出

に
お

い
て
約

二
〇

%
、

=

兆
円
)
、

こ

の
た

め

に
赤

字

国

債

の
こ
れ
以

上

の

む

72
翻

翻
閣

翻

側
…
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聯

ル

ハ
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増
発
が
大
幅
に
制
約
さ
れ

て
い
る
。

豊

九
七
四

・
五
年
恐
慌
を
転
讐

す

る

「
高
度
成
長
」

か
ら

「
低
成
長
」
局
面

へ
の
移
行
と
、

円
山.呆

況

の
進
行

の
た
め
、
現
行
税

制

の
ま
ま

で
は
税

収

の
伸

び
も

期
待

で
き
ず

、

む

し

ろ
税

収

の
減

退
す

ら
予
想

さ

れ

る
。

日

に
も

か
か

わ
ら
ず

・
急

激

な
円
高

の
進

行

と

ア

メ
リ

ヵ
、

E
c

は
じ

め
保

護

貿
易

化

の
強

ま

り

に
よ

っ
て
、

こ
れ

ま

で

の
日
本

経
済

の
大
き
な
成
長
要

因
を
芒

て
き
た
外
霞

糖

)
の
い

っ
そ
う

の
縮
小
と
国
際
経
済
撃

(貿
易
摩
擦
)
の
激
化
が
確
実

に
予
想
さ
れ
、

く

わ
え

て
そ

の
円
高
を

契
機

と
す

る

円
高

不
況

(恐
慌
)
が

、
今

後

い

っ
そ
う

深
刻

化

し
、
あ

る

い
は
長

期

化
す

る

.芝

が

予
想

さ
れ

る
。

四
こ
う
し
て
、

円
高
不
況

の

「
克
服
」
と

「
安
定
成
長
」
な
ら
び
に
国
際
経
済
戦
争

へ
の
対
処

の
た
め
に
相
当
大
規
模
な
国
家
に
よ
る

政
策
発
動
が
・

不
可
避
か

つ
必
覆

局
面
を
迎
え

て
い
る
が
、
金
融
政
策

の
発
動
は
、
昨
八
六
年
四
度

に
わ
た
る
計
二
%

の
金
利
引
下
げ

と
超
低
金
利

に
よ

っ
て
、
ほ
ぼ
限
界

に
き

て
お
り
、
発
動

の
余
地
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。

鋤
し
た
が

っ
て
、
そ

の
た
め
に
は
独
占
資
本

の
立
場
か
ら
す
れ
ぽ
大
衆
大
増
税
を
財
源
と
し
た
財
政
出
動
ー

t

「
内
需
拡
大
」
と
税
制

面
か
ら
の
経
済

競

争

力

の
強
化

・
促
進

(大
法
人
所
得
と
高
稿

人
所
得
の
大
凝

税

あ
わ
せ
て
軍
拡
と
大
型
プ
・
ジ

、
ク
ト
推
進
に
ょ
爵

政

支
出
の
拡
大
)
を
お

い
て
他

に
は
な

い
。

ま
た

こ
れ
は
、

日
本

は
為
莫

定

の
見
返

り
に
、
内
需
を
拡
大

し
て
国
際
収
支

の
黒
字
を
削
減

す

る
と

い
う
先

進

五

ヶ
国
蔵

省

・
中

央

銀
行

総
裁
会

議

(G
5
)

に
お
け

る
国
際

合
仁日心

(公
約
)

に
も

合
致

す

る
。

㈹
同
時
に
こ
の
こ
と

に
よ

っ
て
、
大
衆
負
担

層

税
)
に
よ
る
財
政
危
機

の

「
解
消
」
と
財
政

「
再
建
」
1

と
り
わ
け
大
型
間
接
税
と

し
て
の
売
上
税

は
・
直
接
税

に
比
べ
て
景
気
変
動

に
伴
う
税
収

の
増
減
が
相
対
的

に
少
な

い
だ
け
で
な
く
、
税
率

の

一
%

ア

ッ
プ

で
直
ち

に
数
兆
円

の
税
収
増
が
見
込
さ
れ
る
ー

の
展
望
が
切
り
開

か
れ
る

(も

っ
と
も
、
緊
縮
藷

か
ら
拡
大
基
調

へ
の
財
政
政
策
の
転
換
と
い
う
限

り
で
は
・
差
し
当
り
表
面
上
は
、
従
来

の
財
政

「再
建
」
路
線
と
矛
盾
す
る
の
だ
が
)
、

と

い
う

の
が

即
ち

そ
れ

で
あ

る
。



三

 

今

回

の
税
制

改

正
を
大
枠

と

し

て

み
れ

ば
、

平

年

度

ベ

ー

ス

(今
回
の
税
制
改
正
を
完
全
実
施
し
た
と
想
定
し
て
試
算
し
た
税
収
と
・
現
行
税

制

に
基
づ
く
試
算
と

の
差
額
を

}
九
八
七
年
度
価
格

で
示
し
た
も

の
)
で
み

て
、

減

税

分
が

所
得

減
税

一
一兆

七
千
億

円

へ所
得
税

一
兆
九
千
五
百
億

円
、
住
民
税
七
千
五
百
億
冊
)、

法
人

減

税

一
兆

八
千
億

円

(法
人
税

}
兆
五
千
三
百
億
円
、
地
方
分
二
千
六
百
億
円
)
で
総

額
四

兆
五

千
億

円
、
対

す

る

に
増

税

分
が
大

型

間
接
税

(売
上
税
)
二

兆

九
千

億

円

(売
上
税
の
創
設
に
ょ
る
五
兆
八
千
億
円
か
ら
物
品
税
の
廃
止
等

に
よ
る
二
兆
九
千
億

第二臨調 ・「行政改革」 と国家財政(5}67

第8表87年 度税制改正による増減収見込み額

(単位億円,△ は減収)

国税関係

改正事項

1所 醇税減税

2法 人税率の引 き下げ

初 年 度

X10,180

D4,030

平年 度

p19,500

Q15,310

(1-←2==ニノJ、言卜)

3利 子課 税 の 見直 し

4売 上 税

{
売上税の創設

物品税の廃止等

計

△14,Zoo

450

11,030

p3,890

7,10

134,810

9,5?(}

49,71Q

△24,080

25,630

(3-十 一4コ/」 、壽卜) 7,59035,ZOO

(1+2-1-3+4=合 計)

5そ の 他

〔墓錨 鶴 鷺講 価〕

Q,6,620

6,620

390

0

(1i2十3十4十.)=総 額)

地方税 関係

改正事 項

1住 民税 減税

2法 人税率 の引 き下げ

0 390

△2,324△7,552

×409p2,622

(1←2・==ノJ、計)

3利 子課 税 の 見直 し

4売 上 税

{
売L譲 ぴ税の創設

電気税の廃止等

計

△2,733

635

1,838

×672

1,166

Q10,X74

6,590

8,285

△5,108

3,1.77

(3十4==ノ 」、言卜) 1,801. 9,769

(1十2十 一3モ4==合 言十)

5そ の 他

〔法人住民税や法人事業税の見直し等〕

△932

809

△407

Q39

(1十2斗 一3十4十5==総 言十) p123×446

※1987.1.16閣 議 決 定
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第7図 大型間接税(売 上税)の 仕組み(税 率5%,前 段階控除方式)

誌」消費司
ノ」、ジ己業 ・者

10

了
:11

aoo

原料 ⇒[メ …カー]ゆ 卸売業者

価 格30011玉700円

1
800円

800
‐Boa

Sao

Tao
-300

400

販売額
仕入れ額
粗利益

 

課

税
前

io
_g

2

1050円

の　

暑

→-10「 「][二=・(50rq)

840円735円

s4a
--735

-5

104

円

「
-
十

5十

価格 315円

?35
-315

20

400

円

「
ー

▼

20十

販売額
一仕入れ額

一一糸内不見客頁

粗 利益

税額

i

7

15円

 

課

税

後

(注)〈 課税方法〉事業者が3ヵ 月ごとに自分で税額を申告し,納 付

する。 前段階までの業者が支払った税額を,自 分の税額から控

除す る 「前段階控除」方式が とられ る。

円
差
引
)
、

マ
ル
優

廃
止

(二
〇
%
の
分
離
課
税
)

一
兆

六
千
億

円

で
総
額

四
兆

五
千

億

円
と
な

っ
て

い
る

(第
八
表
参
照
)
。

こ

の
よ
う

に
計

数
的

に
は
表
面
上

増
減

税

ほ
ぼ

同

額
と

な

っ
て

い
る
が

、
実

質
的

に
は
、

す
な

わ

ち
負

担
と

受
益

の
階

級
的
内

容

か
ら

い
え
ぽ

、

第

一
に
、

大
法

人

を
中

心
と
す

る

法
人

減
税

(
一
兆
八
千
億
円
)
を

マ
ル
優
廃
止

に
よ

る
大
衆

増

税

(
一
兆
六
千
億
円
)
で
賄

い
、

第
二

に
、

高
額

所
得

を
中

心

と

す

る
所
得
減

税

(二
兆
七
千
億
円
)
を
売

上
税

の
新

設

に
よ

る
大

衆
増
税

(二
兆
九
千
億
円
)
で

賄

う

内

容

と

な

っ
て

い

る
。

つ
ま

り
、

大

衆
増

税

分
を
財

源
と

し
た
資

本
減
税

を

推

進

(「内
需
拡
大
」)
す

る
も

の
と

な

っ
て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
。

そ

こ
で
以

下
、

そ

の
内

容

を
少

し

具
体

的

に
み

て
お
き

た

い
。

仕
組
み
と
特
徴

は
、
第

七
図

に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
課
税
対
象
が
従
来

の
個
別
物
品
で
は
な
く

に
た

い
し
て
、

し
か
も
取
引

の
各
段
階
に
た

い
し
て
課
税
さ
れ
る
聞
接
消
費
税
と
い
う
点
に
あ

る
。

こ
の
意
味

で
、

税

で
あ

る
。
政
府
案

に
よ
れ
ぽ
、
税
率
五
%
で
総
額
五
兆
七
千
九
百
九
十
五
億
円
と
い
う
巨
額
な
税
収
が
見
込
ま
れ

て
お
り
、
文
字
ど
お

e

大
型

間
接

税

と

し

て
の
売

上

税

の
創

設

売

上
税

(
一
般
消
費
税

・
付
加
価
値
税
も
基
本
的
に
同
じ
)

の

、

原
則

と

し

て
全

て
の
物

品

・
サ
ー
ビ

ス

い
わ
ぽ

"
一
網

打
尽

"
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り

の
大
型
間
接
税

で
あ

る
。

間
接
税

で
あ

る
以
上
、
納
税
義
務
者
は
業
者
で
あ

っ
て
も
担
税
者
は
消
費
者
で
あ

り
、
し
た
が

っ
て
基
本
的
に
は
物
価

の
引
上
げ

と
い

う

ル
ー
ト
を
通
じ

て
す

べ
て
が
消
費
者

に
最
終
的

に
転
嫁

(負
担
)
さ
れ
る

(第
七
図
参
照
)
。

そ
れ

の
み
か
通
産
省

で
は
・

売
上
税
を
商

品

.
サ
ー
ビ

ス
の
販
売
価
格

に
転
嫁

(上
乗
せ
)
し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
独
禁
法

で
禁
じ
ら
れ

て
い
る
価
格

カ

ル
テ
ル
を
実
質
的

に
導
入

で
き

る
よ
う
な
立
法
措
置

の
検
討

に
着
手

し
て
い
る
と
報
じ
ら
れ

て
い
る

(八
七

・
三

・
+
四
、
朝
日
)。

し
か
も
、
も
と
も
と
間
接
消
費
税

は
、
所
得
逆
進
的
で
低
所
得
者
ほ
ど
負
担
率
が
重
く
、
ま
た
所
得
税
非
課
税
者

(課
税
最
低
限
以
下
)
に
ま
で
課
税
さ
れ
る
性
格

の
租
税

で

昇

あ

り
、

、」
の
意
味

で
、
売
上
税

の
導
入
は
き
わ
め
て
大
幅
な
大
衆
増

慨

税
そ

の
も

の
で
あ

る
。

働

く
わ
え

て
売
上
税

の
新
設
・
導
入
は
・
そ
れ
に
よ
る
旧
来

の
物

品

時第8図EC諸 国における付加価税導入
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lデ麹
量

1 年前 6ヵ 月 前 慮動 6ヵ 月後

※ 税制調査会資料(1977年7月26日)

税
等

の
廃
止
、
酒
税

・
た
ぽ

こ
消
費
税

の
税
負
担
調
整

の
う
え

で
の

売
上
税
併
課

に
伴
う
問
題
も
あ

る
。
た
と
え
ば
電
気
税

(現
行
は
地
方

税
)
の
場
合
、
税
率
は
五
%
で
不
変

で
あ

る
が
、

民
生
用

に
つ
い
て

は
現
行
で
は
月
額
三
千
六
百
円
以
下
は
非
課
税
措
置
が
と
ら
れ

て
い

る
。
し
か
し
売
上
税
で
は

一
律
五
%
課
税
と
な
る
た
め
、
電
気
税
課

税
世
帯

(八
五
年
で
約
千
七
百
五
十
万
世
帯
で
全
世
帯
の
約
四
〇
%
)
も
新

た

に
課
税
対
象
と
な

る
。

ま
た
ガ
ス
税

(地
方
税
)
の
場
合
、
税
率
が

二
%
か
ら
五
%
に
上
昇
す
る
の
み
な
ら
ず
、
免
税
点
廃
止
の
た
め
従

来
め

非
課
税
世
帯

(全
世
帯
の
約
九
〇
%
)
が

一
挙
に
五
%
の
課
税
世
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第9表 売上税による酒類価格の変化(円)

減

 

陣改 定 後

 

在陣
一5

-一一一190

-210

-1-470

0

-一一200

-一一2
,000

--300

-150

-600

-20

-5

0

-2

305

3,38(1

2,96●

2,090

s70

3,soo

28,000

`L
,700

1,350

2,130

1,850

1,375

980

1,048

 

痂
3,570

3,170

1,620

070

4,000

30,000

3,000

1,500

2,730

1,870

1,380

・・

1,050

ビー ル 大 び ん(663m1)

国 産 ウ イス キ ー特 級 ①(760m1,リ ザ ー ブな ど)

国産 ウ イ ス キ ー 特 級 ②(760m1,オ ー ル ドな ど)

国産 ウイ ス キ ー1級(720m♂,ホ ワイ トな ど)

国 産 ウイ ス キ ー2級(640m1,ト リス な ど)

ス コ ッチ ウイ ス キ ー 特 級(750m1)

輸 入 プ ラソ デ ー(700m1)

輸 入 ワ イ ソ(750m1)

匡1産 ワ イ ソ(720m1)

清 酒 特 級(1.81)

清 酒1級(1.81)

清 酒2級(1.81)

し ょ うち ゅ う甲類(1.81)

し ょ うち ゅ う乙 類(1.Sl)

※ 関係業界に よる暫定試算

帯
と
な
る
、
等

々
。

こ
れ

に
反

し
て
、
貴

石
類
、
毛
皮
製
品
、
特
級

酒
な
ど
高
級
品

は
、
最
高
三
〇
%

の
物
品
税
が
廃
止
さ
れ

て
原
則
と

し
て
五
%

の
売

上
税
に
ぎ
り
か
え
ら
れ
る
た
め
、
高
級
品

の
ほ
と
ん

ど
が
相
当
な
減
税
と
な
る

(第
九
表
参
照
)。

も

っ
と
も
第

一
〇
表
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
食
料
品
な
ど
五

一
項

目
が
当
面
非
課
税
と
な

っ
て
い
る
。
だ
が
食
料
品
で
も
、

そ
の
原
材

料

の
う
ち
食
料
品
以
外

の
も

の
、
た
と
え
ば
肥
料
、
農
機
具
、
漁
船
、

燃
料
、

パ
ッ
ク
、
包
装
紙
、
運
賃
等

々
に
は
売
上
税
が
課
税
さ
れ
る

た
め
、
非
課
税
品
目
と

い
え
ど
も
実
際
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
新
税

の
課
税
と
値
上
が
り
は
避
け
ら
れ
な

い
。

ま
た

い

っ
た
ん
売
上
税
が

導

入
さ
れ
れ
ぽ
、

E
C
諸
国
の
経
過
を
み
る
ま
で
も
な
く
、
非
課
税

品
目
が
や
が

て
つ
ぎ

つ
ぎ

に
免
税
解
除
さ
れ
、
く
わ
・兄
て
税
率

の
引

上
げ
も
必
至
で
あ

る
。

ま
た
法
案

で
は
、
年
間
課
税
売
上
高

一
億
円
未
満

の
中
小
業
者

(全

事
業
者
の
ほ
ぼ
九
割
を
占
め
る
)
は
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

こ
の
非
課
税
業
者

は
自
己

の
売

上
げ

に
は
課
税
さ
れ
な

い
か
わ
り
、

仕

入
れ
段
階

ま
で
に
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
税
額

は
控
除
で
き
な

い
。

小
零
細
な
小
売
店

で
も
、
取
扱

っ
て

い
る
商
品

の
大
半
、
と
り
わ
け
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第10表 非課税品 目 ・取引一覧

1

9
臼

q
り

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ハ0

ワ
」

¶
」

ー
ユ

Ω
U

O
」

n
U

l
1

1
1

り
白

21

22

23

飲食料品(原 材料や動物,種 子など

を含む)

飼料(愛 がん用のえさは課税)

卸売市場での生鮮食料品等の販売委

託手数料や家畜市場の手数料

農協などが行 う飲食料品等の販売委

託手数料

政府買い入れ米麦の農協などの集荷

委託手数料

と畜市場でのと殺や解体手数料

漁船の建造および建造請負

土地の譲渡

立ち木,竹 の譲渡

住宅の譲渡

住宅の新増築,工 事の請負

土地,建 築物の貸し付け

医薬品

薬事法で定める医療用具(レ ン トゲ

ソ装置など政令で定めるもの)

健康保健法などで定める公費負担の

医療サー ビス

正常分ぺん

15,16を 対 象とした民間医療検査機

関などの受託サー ビス

予防i接種,狂 犬病予防注射

法令などで定める健康診断

老人ホームなどの社会福祉施設料や

困 りごと相談サー ビスなど

ホー ムヘルパーなどの在宅福祉サー

ビス

身体障害者用の車いすや義肢,義 眼,

点字 ワープロな ど

身障者用の特殊電話機

24鉄 道運賃(グ リーン車などは課税)

25定 期路線パス

26タ クシー(ハ イヤー・は課税)

27宅 配便(10kg以 下)

28冷 凍車や保冷車の運送費

29有 料道路

30船 舶定期航路(特 別船室料金は課税)

31離 島航空運賃

32郵 便切手,印 紙

33物 品切手(商 品券など)

34学 校教育の入学金や授業料

35専 修学校の入学金や授業料

36各 種学校(修 限期間1年 以上)〃

37検 定教科書

38一 般 日刊新聞,時 事通信

39民 放テ レビ(NHKも 。スポ ット広告

は課税)

40有 線テレビ

41国 が行 う芸術祭の入場料

42能 や文i歌 舞伎などの入場料

43ア マチ ユアスポー ツの入場料

44書 画骨 とう品や質流れ品,中 古自動

車など

45貸 付金利子や公社債投信報酬,保 険

料など

46厚 生年金基金などの信託報酬

47外 国為替や両替業務手数料

48有 価証券や手形,小 切手類の譲渡

49原 油,ガ ソリン,石 油ガスなど

50娯 楽施設利用料(同 税の対象となる

もの)

51料 理飲食代(料 飲税の対象となるも

の)
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そ
の
原
材
料

の
ほ
と
ん
ど

は
大
企
業

の
製
品
で
あ

る
か
ら
、
税
額
分
は
独
占
価
格
を

つ
う
じ
て
ほ
ぼ
確
実

に
仕
入
れ
値

に
転
嫁
さ
れ
、
そ

の
分

の
値
上
げ

(競
争
上
、
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
は
、
小
零
細
業
者
の
自
己
負
担
)
と
、
し
た
が

っ
て
事
実
上

の
課
税
は
免
れ
・托
な

い
。

く
わ
え

て
、

こ
の
非
課
税
業
者

(た
と
え
ば
下
請
企
業
)
と
取
引
す
る
課
税
業
者

(親
企
業
)
も
税
額
控
除
で
き
ず
、
そ
の
分
競
争
上
不
利

と
な
る
た
め
、
非
課
税
者
が
取
引
か
ら
排
除
さ
れ

る
こ
と
す
ら
生
じ
る
。
そ
こ
で
、

非
課
税
業
者

で
あ

っ
て
も
課
税
業
者
を
選
択
す
る
道

を
ひ
ら
き
、
そ
の
場
合
、
売
上
高

の
八
〇

%
を
仕

入
れ
高
と

み
な

し
て
、
売
上
高

か
ら
控
除
で
き

る
簡
易
税
額
算
出
方
式

(結
果
と
し
て
納

付
税
額
は
売
上
高
の
一
%
相
当
と
な
る
)
を
適
用
す

る
特
例
を
認

め
て
い
る
。

(後
掲
の
資
料
参
照
)

い
ず
れ

に
せ
よ
、

こ
う
し

て
売
上
税
が
公
約
違
反

の
大
型
間
接
税
で
あ

る
と

い
う
国
民
的
非
難
を
か
わ
す
た
め
の
二

つ
の
非
課
税
措
置

も
、
実
質
上
は
ま

っ
た
く

の
尻
抜
と
い

っ
て
よ
く
、
結
局
新
税
導

入
は

一
般
消
費
者
と
零
細
業
者
の

一
方
的
負
担
と
な
り
、
く
わ
、瓦
て
小

零
細
業

の
淘
汰
と
大
企
業

へ
の
集
中

(「合
理
化
」
)
を
税
制
面
か
ら
促
進
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
と

い
わ
ね
ぽ
な
ら
な

い
。

O

マ
ル
優

(少
額
貯
蓄
非
課
税
制
度
)

の
廃
止

マ
ル
優

(少
額
貯
蓄
非
課
税
制
度
)

の
原
則
廃
止

(老
人
、
母
子
家
庭
等
の
み
存
続
)
に
よ

っ
て
も
、
大
衆
増
税
が
大
幅

に
強
め
ら
れ
る
。

現
行
で
は
、
①
銀
行
預
金
、
公
社
債
、
公
社
債
投
資
信
託

(限
度
額
、

一
人
各
三
百
万
円
)
、
②
国
債
、
地
方
債

(同
)、
③
郵
便
貯
金

(同
)、

④
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄

(限
度
額
、

一
人
各
五
百
万
円
)
、

合
計

一
千
四
百
万
円

(標
準
四
人
世
帯
で
は
四
千
百
万
円
)

の
枠
内

で
は
元
金
に

つ
く
利
子
が
非
課
税
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
限
度
枠
を
超
え

る
場
合
は
、

8
他

の
所
得
と
合
算

し
て
最
高
七
〇
%
ま
で
の
累
進
税
率

に
よ

る
総
合
課
税
か
、

O
他

の
所
得
と
切
り
離
し
て
三
五
%
の

一
律
分
離
課
税

の
選
択

(こ
れ
自
体
が
高
額
所
得
優
遇
の
不
公
平
税
制
だ
が
)
と
な

っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
今

回
の

マ
ル
優
廃
止

に
よ

っ
て
、

一
方
で
、

こ
れ
ま
で
無
税
で
あ

っ
た
勤
労
国
民

の
文
字
ど
お
り

「
少
額
」

の

預
貯
金
利
子
に

一
律
二
〇
%
で
課
税

(分
離
課
税
)
さ
れ

る
よ
う

に
な
り
、

他
方

で
、

マ
ル
優

の
限
度
枠
を
超
え

る
高
額
預
貯
金
に

つ
い
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て
は
従
来

の

一
律
三
五
%
の
分
離
課
税
か
ら
二
〇
%

へ
大
幅

に
税
率
が
引
下
が
る
か
ら

で
あ
る
。

も
と
も
と
、

マ
ル
優
廃
止

の
理
由

(
口
実
)
と
な

っ
た
の
は
、

マ
ル
優
限
度
枠
を
超
え

る
預
貯
金
を
仮
名
や
預
貯
金
分
散

三

つ
以
上
の

金
灘

関
や
支
店
へ
分
整

金
)
に
よ

っ
て
、

マ
ル
響

歪

憲

用
し
、
脱
税
が
横
行
し

た

た

め

で
あ

っ
た
・

こ
の
藻

で
は
・
少
額
貯

蓄

の
31
課
税
制
度

の
は
ず

の
も
の
が
、
実
態
と
し

て
は

「
高
額
」
貯
蓄

の
非
課
税
制
度
と
化
し
て
い
た

こ
と
に
あ

る
・
そ

の
悪
用
額

は
国

税
庁

の

罰

調
査

に
よ
る
推
定

に
よ
れ
ば

(
柔

六

・
九

・
+
九
日
発
表
)
、

「
本
人
確
認
制
度
」
が

ス
タ
ー
亡

た
八
六
年

で
さ
え
・

金

融
機
関
全
体
で
約
+
二
兆
円
、
郵
政
省

の
反
対
で
税
藷

査

の
対
象

外

と

な

っ
て
い
る
饗

貯

金

(非
課
税
貯
蓄

の
約
三
分
の

一
を
占
め
る

と
み
ら
れ
る
)
を
含

め
れ
ば
総
額

で
二
〇
～
三
〇
兆
円

に
も
達
し
て
い
る
。

し
奈

っ
て
、
取
り
組
ま
る
べ
き

こ
と

は
、

こ
う
し
た
不
正
悪
用
に
た
い
す

る
霧

調
査
窮

則
規
定

案

格
的
強
化
に
こ
そ
あ

る
・

に
も

か
か
わ
ら
ず
、

.」
う
し
た

一
般
勤
労
国
民

に
は
ま

っ
た
く
か
か
わ
り
の
な

い
不
正
鷺

を
防
ぎ
・
課
税

の

「
公
正
」
を
期
す
と

い
う

名

の
も
と
で
の

マ
ル
罐

止
が
、

芳

で
新

た
に
大
衆
増
税
姦

化
し
、
他
方

で
、
本
来

は
肇

す

べ
き

(総
合
課
税

と
す
べ
き
)
高
額

の

利

子

.
配
当
所
得

に
た

い
す

る
三
五
%

葎

分
離
課
税
を
温
存
強
化
す
る
こ
と

(二
・
%

へ
の
引
き
下
げ
)
に

よ

っ
て
・

不
公
平
課
税
を

い

っ
そ
う
拡
大
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な

い
。

四

八
奉

度
税
制
改
正
は
、
「
戦
後
税
制

の
総
贅

」

に
ふ
さ
わ
し
く
、
上
述

の
売
上
税

の
導
入
、

マ
ル
優

の
廃
止
だ
け

で
な

く

ほ
ぼ
税

制
全
般

に
わ
た

っ
て
い
る
。

⑤

所
得

(所
得
税
、
住
民
税
)
「
減

税
」
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第11表 所得税の税率構造

案正改行現

1988年 分以降

適用課税所得 税率

120万 円以下 の金額10%

15%

20%

30%

40

50%

/1

/!

/!

500

700

1000

1500f'

1500万FIヨ 超 の 金 額

1987年 分

適用課税所得 税率

50万 円以下 の金額10.5%

120

200

300

goo

700

:11

1000

zzoo

1500

3000

5000

ノノ

ノノ

1/

!/

//

!/

//

/1

11

/!

ノノ

5000万 円超 の金額

11%

14.5%

16°o

20%

25%

30/

35%

40%

45°o

50%

55%

60

適用課税所得 税率

50万 円 以下 の金 額10.5%

120〃

200"

300〃

400〃

蜴
賜
賜
蜴

筋

錫
筋
賜
鰯
錫
鰯
鰯
鰯
賜

600

:11

1000

1200

1500

2000

3000

5000

:ill

/!

11

//

〃

ノノ

/1

/1

/!

〃

8000万 円超 の金額

ま
ず

第

一
に
あ

げ

な

け
れ
ぽ

な

ら
な

い
の

は
、
所

得

税

な

ら

び

に
住

民

税

(所
得
割
)

の
最
高
税

率

が
、
前

者

で
現

行

の

七

〇

%

(た
だ
し
、

こ
れ
は
表
面
税
率
で
あ

っ
て
、
税
務
統
計
上

「給
与
所
得
者
」
と
な

っ
て

い
る
独
占

資
本
家
階
級
は
、
高
額

の
給
与
所
得
控
除
等
の
ほ
か
、
「
給
与
」

以
外
の
利
子
、
配
当
、
キ

ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ソ
、
不
動
産
所
得
な

ど
巨
額

の
資
産
所
得
に
た
い
す
る
種
々
な
課

税
上

の
恩
典
、

さ
ら
に
は
こ
れ
ら
所
得

の
複
数
名
義

へ
の
分
散
な
ど
の
た
め
、

現
行
で
も
実
際

の
税
負
担
率

は
二
〇
～
三
〇
%

程
度

と

み

て

よ
い
)
か
ら

五
〇

%

へ
、

ま

た
後
者

(市
町
村
民
税
)

で

現

行

の

一
四

%

か
ら

一

一
%

へ
と
ぎ

わ

め

て
大
幅

に
引

下
げ

ら
れ

た

こ

と

で
あ

る

(第

二

、

一
二
表
参
照
。
た

だ
し
表
中

の

一
九
八
七
年
分
は
暫
定
税
率

に
よ
る
経

過

措
置
、

な
お
最
終
修
正
案
に

つ
い
て
は
末
尾
資
料

皿
参
照
)。

あ

わ

せ
て
第
二

に
、
高

額
所

得

に
た

い
す

る
累
進
税

率

の
適

用
が
事
実

上
廃
止

さ
れ

た

こ
と
、

す

な

わ
ち
所

得

税

で
は
所

得
が

何

千
万
、

何
十
億

円

で
あ

ろ
う

と
、

一
、

五
〇

〇

万
円

超

に
た

い
し

て

一
律

五

〇

%
、

住
民
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第12表 市町村民税所得割の税率構造

現 行 改 正 案

適用課税所得 税率
1987年 度

適用課税所得 税率
1988年度以降

適用課税所得 税率

20万 円以下の金額 2.5

45 !/ 3%

60万 円以下の金額 3% 60万 円以下の金額3%

70 rr 4%

95 !/ 5%

ioo 1/ 5%

120 // s/

130 〃5%

150 !/ 6i

22Q !! ?%

X70 /! g% 370 /! 8%

500 〃8%

570 ノノ 9% 570 /1 9% 500万 円超の金額11%

950 Il 10% 950 〃 10%

xoOO // 11% 1900 // 11%

zgao /1 12% Zoo // 12%
1'!l /! 13% 2900万 円超 の金額 13%

4900万 円超 の金額 14%

道府県昆税所得割の税率構造

150万 円以下の金額2%

150万 円超の金額4%

120万 円以下 の金額

370〃

370万 円超の金額

%

%

%

2

3

4

500万 円以下の金額2%

500万 円超の金額4%

税

(市
町
村
民
税
)
で
は
五
〇
〇
万

円
超

に
た

い
し

て

一
律

一
一
%
の

頭
打

へ
大
幅

に
改
悪
さ
れ
た

こ
と

で
あ

る
。
ま
た
道

府
県
民
税
に

つ

い
て
も
、
高
額
所
得

に
た

い
し
て

本
来
当
然

に
適
用
す
べ
き
累
進
課

税
が
見
送
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
結

果
、
高
額
所
得
者

(独
占
資
本
家
)

に
は
文
字
ど
お
り
戦
後

か
つ
て
な

い
格
段

の
大
幅
減
税
が
実
行
さ
れ

よ
う
と

し
て
い
る
。

こ
れ
が

「
税

率
構
造

の
簡
素
化
」
や
減
税
に
よ

る

「
内
需
拡
大
」

の
実
態

で
あ

る
。

も

つ
と
も
低
額

の

一
般

の
給
与

所
得
等

に

つ
い
て
も

一
定

の
減
税

が

セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
税
率
構

造

の
変
更

(第

二

表
参
照
)、

配
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第13表 個人住民税の諸控除引上

院 行i改 正案

28万 円

28

29

36

28

29

36

33

/!

!!

//

!1

!/

1!

ノノ

26万 円

26

27

34

26

27

34

31

//

1/

/!

1/

//

!/

!/

者偶配

者

者

象

害

族

害

除
除
羅

除
講

僻

控
控
講

控
厭
鷹

礎
賭
驕

養
礪

 基
配

う

扶

う

け

で
も
課
税
実
態
は
ほ
と
ん
ど
変
ら
ず
、

偶
者
特
別
控
除

(専
業
主
婦
)
の
創
設

(合
計
所
得
金
額
八
〇
〇
万
円
以
下
の
者

に
つ
い

て

一
五
万

円
)、
個
人
住
民
税

の
人
的
諸
控
除
(課
税
最
低
限
)
の
引
上
げ

(第

=

一表
参
照
)
公

的

年

金

課
税

の
改
正
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ

る
。
だ
が
、

こ
れ
ら
は
前
述

の
高
額
所
得

に
た

い
す

る
大

幅
減
税

に
比
べ
れ
ぽ
、
ご
く
僅
少

に
す
ぎ
ず
、

せ
い
ぜ

い
で
物
価
調
整
減
税

に
相
当
す

る
程

度

(し
た
が

っ
て
実
質
は
減
税
ゼ
ロ
)
と

い

っ
て
よ
い
。

た
と
え
ば
、
年
金
課
税

で
は
、
厚
生
年
金
を
受
給
す
る
六
十
五
歳
以
上
の
夫
婦

の
場
合
、

新
税
制

に
よ
る
と
①
定
額
控
除
八
十
万
円
、
②
定
額
控
除
後

の
年
金
額
が
三
百
六
十
万
円
以

内
な
ら
、
そ

の
二
五
%
の
定
率
控
除
、
③
老
年
者
控
除
五
十
万
円
、
④
配
偶
者
特
別
控
除
十

五
万
円
、
合
計
年
額

二
百
五
十
五
万
円
ま
で
全
額
控
除
さ
れ
る
が
、
現
行
よ
り
わ
ず

か
に
二
十

六
万
円
分
だ
け
控
除
額
が
増
え
る
に
す
ぎ
な

い
。

し
た
が

っ
て
、
物
価
上
昇
を
考
慮

し
た
だ

そ
れ
ど

こ
ろ
か
売
上
税

の
導

入
、
老
人
保
険
法

の
改
悪

に
よ

る
自
己
負
担
増

(第

一
四
表
参
照
)

な
ど
考
慮
す
れ
ば
、
差
引
ぎ
減
税
よ
り
も
負
担
増

の
方
が

む
し
ろ
大
き

い
と
み
て
間
違

い
な

い
。

そ
し
て
実
際
、

売

上

税
導
入
を
支
持
す
る
政
府
寄
り

の
学
者
グ

ル
ー
プ

の
政
策
研
究
集
団

「
政
策
構
想

フ
ォ
ー
ラ
ム
」
(代
表
世
話
人
、

村
上
泰
亮
東
大
教
授
、
森

口
親
司
阪
大
教
授
)
の
試
算

で
も
、
第
十
五
表

に
み
ら
れ

る
と
お
り
、
上
述
し
て
き
た
所
得
税
と
住
民
税

の

"
減
税
〃、

売
上
税

の
導
入
、

マ
ル
優
廃
止
と

一
律
分
離
課
税

の
導
入
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
年
収

六
百
万
円
以
下

の
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
は
す
ぺ
て
増
税

で
、

こ
れ
と
対
照
的
に
七
百
万
円
以
上
は
高
額
所
得
ほ
ど
大
幅
減
税
と
な

っ
て
い
る
。
年
収

六
百
万
円
以
下
と

い
う
の
は
サ
ラ
リ
ー

マ
ソ

全
体

の
約
九
割

に
達
す

る
か
ら
高
級

「
サ
ラ
リ
ー

マ
ソ
」
(実
質
は
独
占
資
本
家
階
級
)
を
除

い
て
、

ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
普
通

の
意
味

の
サ

ラ
リ
ー

マ
ン

・
賃
金
労
働
者

は
大
幅
な
増
税
と
な
る
と

い

っ
て
よ

い
。
第
十
六
表

の
全
国
税

の
試
算
を
み
れ
ば

い

っ
そ
う
明
白
で
あ

る
。
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第14表 老人保険法改悪の内容

〈現 行〉 〈改正内容=最 終修正案〉

自 己 負 担

加入者案分率
(注)

老人保健施設

外来1ヵ 月400円

入院1日300円

〔論囎
44.7

医療費案分率

55.3

な し

外 来1ヵ 月800円

入院1日4・ ・円{響 欝 臨

低所得者の入院負担は現行のまま

61年 度

62-64{手 三度

65年 度 以 降

80%

90%

goo/

創 設

61年 度10カ 所f62年 度1⑪0カ 所,

75年 度 目標に26-3Q万 床 を整備

(注)加 入者案分率堵 人医麟 の負捌 こついて渓 績で`rす る分 とバランスを

とるために・老人加入者が少ないほど多 く拙 す る仕継 になっているのが加

入者案分率・ 現在・ 医麟 案分率 とカ・入者 案分 率 は55 .3対44.7(灘 上は
50対50。 改正案は,加 入者案分率を80に し,最 終的には100に しようとい

うもので,老 人加入者の少ない組合健保,政 府管掌健保な どの拠 出が 大 幅に

増加し・ その結果・ 現役 サ ラ リー ンの保険料鯉 が年4 ,5・・陥 擁 とな
る。

第15表 税制改正(悪)に よる増減税試算(年 税額,万 円)

年 収 陣 行 改正 剰 増 減

200 12.5 14.9 十2。4

300 24.5 26.2 十1.7

400 44.4 41.5 十1.1

500 61.7 63 十1.3

soo 85.7 86.2 十 〇.5

700 116 112.9 一一一3
.1

800 148 138.2 一9 .8

900 186.8 172.6 一14
.2

1,000 227.4 210 一17
.4

2,000 X70.9 728.1 一一42
.8

3,QOO 1,442.5 1,37&6 一一62
.9

(注)政 策構想 フォーラム試算。夫婦 と子二人のサラ

リーマソの標準世帯。所得 ・住民税減税 と売上税,一律分離課税導入の組み合わせ
。

国
税
庁

に
よ
る

一
九
八
五
年
度

・
民
間
給
与
実
態
調
査

(
一
九
八
六
年
九
月
三
〇
日
発
表
)
に
よ
れ

ぽ
、
八
五
年

一
年

間
継
続
し

て
勤
務
し
た
給
与
所
得
者

は
約
三
千
六
百
九
十

四
万
人
、
こ
の
う
ち
所
得
税
納
税
者
は
総
数

の
実

に
八
九
・

一
%
に
あ
た
る
約
三
千
二
百
八
十
九
万
人
、

ま
た
給
与
総

額

は
約

一
二
四
兆

六
千
億

円
で
、
こ
の
う
ち
納
税
し
た
所
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一1

第16表 「増減税同額」の中での大衆増税

増

税

上

i
減
税
⊥

増 減 税

 

税減税増

61,014Fj

所 得 税
住 民 税

4,770円

61,74127,660

67,75732,400

70,31043,620

64,24759,590

75,67759,870

74,57277,600

59,947111,310

Q21,999219,51.0

p2Q2,358459,850

売 上 刷 マル朧 止吟 計

53,5・8円1 ・2,276円1 65,784円

71,078 18,323 89,401

78,909 21,248 100,157

88,863 25,067 113,930

96,383 27,454 123,83?

105,302 30,245

33,562

135,547

118,610 152,172

132,224 39,033 171,257

151,636 45,875 197,511

190,075 67,417 257,492

給与所得者

金 額 区 分

178万 円

274万 円

336万 円

390万 円

449万 円

510万 円

579万 円

667万 円

795万 円

1,231万 円

得
税
は
そ
の
六

・
一
五
%
に
あ
た
る
七
兆
六
千
六
直
十
三
億

円

と
、

い
ず
れ
も
過
去
最
高
を
示
し
て
い
る

(第
九
図
参
照
)。

こ
の
結
果
、

一
人
当
り

の
平
均
年
収
は
三
百
五
十

一
万

七
千

円
(男
四
百
二
十
七
万
八
千
円
、
女
二
百
七
万
円
)
、
所
得
税
の

一
人

当
り
年
間
納
税
額
が
前
年

よ
り

一
万

六
千
円
増

の
二
十
三
万
三

千
円
、

こ
れ
を
夫
婦
と
子
供
二
人

の
標
準
世
帯

で
試
算
す
る
と
、

所
得
税
、
住
民
税
、
社
会

保
険
料

の
合
計
額

は
四
十
万
六
千
三

百
九
十
円
に
も
達
す
る
と
報
じ
ら
れ

て
い
る
。

こ
う
し
た
租
税

負
担

の
年

々
の
急
増

は
、
物
価
調
整
減
税
が
今
な

お
わ
が
国

で

は
制
度
化
さ
れ
ず
、

そ
の
た
め
課
税
最
低
限
が
年

々
事
実
上
引

下
げ

ら
れ
、
あ
わ
せ
て
適
用
累
進
税
率
が
年

々
事
実
上
引
上
げ

ら
れ
る

こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
(第

一
七
、

一
八
表
参
照
)。

い
わ
ゆ
る

"
増
税
な
き
増
税
"

の
進
行
で
あ

る
。
今
回
の
税
制

改
正
案

で
も
、
依
然
と
し
て
物
価
調
整
減
税

の
制
度
化
は
見
送

ら
れ
た
だ
け

で
な
く
、
上
述

の
ご
と
き
大
改
悪
が
行
強
さ
れ
る

と
し
た
ら
、
勤
労
国
民

の
側

に
お
け
る
租
税
負
担

の
著

し
い
増

大
と
不
公
平
課
税

の

一
段

の
拡
大
を
も
た
ら
す

で
あ
ろ
う

こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。



79第 二臨調 ・「行政改革」と国家財政㈲

第17表 所得税及び住民税所得割の納税者数等の推移

(単位 万人)

戴
…剛

年7019

74

76

78

80

82

84

1971年 度 … …

75

77

79

81

83

85

所得税の納税者数

指 数

2,S1?

3,114

3,320

3,536

・ ・a
..

4,281

4,305

100.o

i10.5

117.9

125.5

138.1

152.Q

1.52.8

割
数

数

得
者

旨ヂ

所
税
ー

民
納

住

の

Z,985

3,342

3,564

3,853

4,040

4,289

4,297

goo.o

x.12.[)

工19.4

].29.1

135,3

143.7

144,0

就 業 者 総 数

指 数

5,Q94

5,237

5,271

5,408

5,535

5,638

5,766

100.0

102,8

103.5

106.2

108.7

110.7

113.2

第9図 給与額及び税額の推移

(%
}
6

5

4

3
給
与
総
額
に
対
す
る
税
額
の
割

197576777879808182838485'ヂ う♪

第18表 所得税の課税最低限の推移

⑥
面

%

郵

粥
鋤

揃

謂

⑥
丙

煮

雛
翻
脇
B
皿
財

二

5

5

6

5
[
0

4

4

灘
隈
⑥

鋸
堺

雛
鰐

畿
聯円

04

72

35

59

79

67

34

42

84千"蜘舶騒昭"耶邸編

人
帯
与㈹4世給

額
円
41

90

49

99

86

73

90

}

一千レ恥鎚鍋鎚招禦

分区

難

票
か

鉢

臨

19

(注) 1.給 隼は 民聞サ ラ リー

マンの年 平均額

2.国 民所 得 は1人 当 り

平均額 の4倍

3.課 税 最低限 は 夫婦子

2人 の場 合



四

法
人
減
税

現
行
で
も
、
大
法
人

の
税
負
担
は
著

し
く
軽

い
。
そ
れ
は
、
第

一
に
、

資
本
金

一
億
円
以
上
も
し
く

は
法
人
所
得
八
百
万
円
以
上

(こ

れ
以
下
が
現
行
の
税
制
上
で
は
中
小
法
人
と
さ
れ
て
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
て
い
る
)
に

つ
い
て
は
、
基
本
税
率

(表
面
税
率
)
が

一
律
四
三

.
三
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第19表 法人税の税率

現 行

(1)基i本 税 率43.3%

配当軽課税率33.3%

(2)中 小法人の軽減税率

留 保 分31%

配 当 分25%

(3)公 益法人等,協 同組合等の軽減税率

留 保 分28%

配 当 分23%

改 正 案

87鞭188鞭 騰 度

42

34%

30%

2fi%

27%

25%

40%

35%

29%

27%

27%

2s/

37.5%

28%

27%

資本金区分

第10図 法人税の実質税負担率(%)

2030401

1・・万脚 櫨 璽 翻 37.,47

188芳円 騒 購 難 一 30.62

1?1翻 睡 薩 甕 璽錘鋼32・67

1:888万円國iiii慧iii護iiiiiiiii難…
33.94

5,000

1億 円 瞬霧錘墾璽 羅1 36.97

・-1・億円麟iiiiiiiiii難 綴 …灘 …………妻136・1・

1・-5・ 億 円 瞬1灘1… ………鞘 燃 …三…………………34.72

5・-1・・億円薩 駿 33.50

1・・㈱ 以上國 … 29,98

国税庁 「83年分税務統計か らみた法人企業の実態」よ り
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%
と
な

っ
て
お
り

(篁

九
表
参
照
)
、

し
た
が

っ
て
資
本
金
が
何
百
億
、
何
千
億

円
の
大
法
人
も
資
本
金
数
億
円
の
事
実
上

の
中
小
法
人

と
里

税
率

で
、
本
来
適
用
さ
れ

て
然

る
べ
き
累
進
課
税
が
採
用
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
、

く
わ
え
て
第
二
に
・
各
種

の
手
厚
い
優
遇
措
置

に
よ
り
実
質
的
な
租
税
負
担
率
が
巨
大
法
人

ほ
ど
軽
く
な

っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

笙

○
図

に
み
ら
れ

る
と

お
り
、
資
本
金
区
分
で
み
た
法
人
税

の
実
讐

担
率
は
、

馨

細

の
百
万
円
未
禦

最
高

の
三
七

.
四
七
%
・

そ
れ
以
上

の
案

金
区
分

の
と

.」
ろ
で
も
、
五
秀

～

慮

円
規
禁

ギ

ク
で
三
六

・
九
七
%
、
あ
と

は
桑

金
が
大
き
な
る
に
つ
れ

l
q

5

6

第11図 いわゆ る9・6・4の実態

努ll

組
の

税32.5

額0

16.8

D

芳1

耀

繕
26.

國

(1)サ ラ リ ー マ ン,・,.,.,
,,.

r500フ ∫ド

.:-tcE
」色 可訂ぞ∫」書空 「㌶こ10

専従者給与

140

(青色 申告)翻
(みなし法人)

二'事 業i一 卜艮酬: き6bJII1従 者給 与
14Q

〈2)自'}1{㌧芽こ音 {
(注)試 算の前提

(1)年 収677万 円一給 与所 得控除177万 円8年 所得500

万 円。

(2)年 間売 上高3,700万 円一 仕入代 ・必 要経 費等3
,200

万 円8年 所 得500万 円。

て
税
負
担
率

は
逓
減

(最
高
の
百
億
円
以
上
で
二
九

・
九
八
%
)
す
る
と

い
う
実
態

に
あ

る
。

そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
改
正

で
は
、
配
当
軽
課
税
率

は
廃
止
さ
れ

る
も

の
の
、
法
人
税

へ
の
累
進
課
税
を
導
入
し
な

い
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
主
と

し
て
大
法
人
に
よ

っ
て
享
受
さ
れ

て
い
る
各
種

の
優
遇
措
置
も

ほ
と
ん
ど
是
正

し
な

い
の
み
な

ら
ず
、
基

本
税
率
が
四
三

・
三
%
か
ら
三
七

・
五
%

(八
九
年

度
以
降
)

へ
と
大
幅
な

引

下
げ

が

予

定

さ
れ

て

い
る
。

こ
う

し

て
法
人
課
税

の
分
野

で
も
、
不
公
平
課
税
が

一
段
と
拡
大
さ
れ
る

こ
と

は

い
う

ま

で
も
な

い

。㈲

課
税

優

遇
措

置

課

税
優

遇
措

置
な

い
し
租

税
特

別
措

置

に
よ

る
不

公
平
税

制

の
代
表

と

し

て
、

一
般

に
九

.
六

.
四

(課
税
所
得

の
捕
捉
度
が
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
九
割
、
個
人
事
業
主
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六
割
裏

民
四
割
の
意
・
第

二

図
参
照
)
が
指
摘
さ
れ
が
ち
だ
が
、

し
か
し
そ
れ

は
む
し
ろ
第
二
義
的
問
題

で
あ

っ
て

(解
消
し
な
く
て
よ
い

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
)
・
不
公
平
税
制

の
最
大

で
最
重
要
な
問
題
は
、
独
占
資
本
家
階
級

(大
法
人
、
高
額
所
響

)
と
勤
労
階
級

二

般
サ

ラ
リ

ー

マ
ソ
・
中
小
零
細
法
人
、
個
人
業
者
、
農
漁
民
な
ど
)
と

の
あ

い
だ

の
そ
れ

で
あ

る
。

き

わ

め

て
控
え

目
な

一
試
算

(第
二
〇
表
参
照
)
で

み

て
も
、

現

行

の
不

公
平

税
制

の
是

正

で
、

一
般
会

計

の
歳

入
総

額

の
約

半

分

に
あ

第20表 不公平税制是正による増収見込(1987年 度,億 円)

{D国 税 分
78,942

貸倒引当金繰入限度額の適正化

退職給与引当金繰入限度額の適正化

海外投資損失準備金廃止

原子力発電工事償却準備金廃1L

特別償却及び割増償却廃止

利子小額非課税悪用分見直し

郵便貯金悪用分の見直し

利子所得源泉分離を廃止し総合課税

小額配当非課税分の見直し

有価証券譲渡益非課税の廃止

土地の長期譲渡所得の分離課税廃止し総合課税

受取配当益不算入廃止

支払配当軽課制度廃止

そ の 他

② 地方税分(国 税のはねかえ り分および地方税独自の

分)

個人住民税

法人 〃

法人事業税

固定資産税

電 気 税

そ の 他

6,301

26,424

1.,254

1,263

2,460

7,040

2,803

2,728

1,403

4,744

7,418

i,936

2,403

…

51,686

13,015

8,697

12,515

15,545

1,107

807

小 計 130,628

(3)大 法人(資 本金10億 円以上)へ の財産税の導入※

土地(時 価にたいし税率2%)

株式(上 場676社 の保有株式へ税率5%)

141,362

ioo,964

40,398

合 計
271,990

出所:不 公 平な税 制をただす会(1986・9)

※印は,同 会が別 に試算 した分 を追加 した もので ある。



第二臨調 ・「行政改革」 と国家財政(5183

た
る
二
七
兆
円
強

の
税
増
収
が
経
済
的

に
は
直
ち

に
可
能

で
あ

る
。
今
回

の
大
衆
増
税
、
売
上
税

二
兆
九
千
億
円
と

マ
ル
優
廃
止

一
兆
六

千
億
円
、
合
計
四
兆
充
千
億
円
の
約

六
倍
に
も
相
当
す
る
額

で
あ
る
。
税
制
改
正
は
現
行
不
公
平
税
制

の
是
正
が
先
決
問
題

で
あ

る
と
す

る
野
党

の
主
張
は

(末
尾
の
資
料
参
照
)
、

こ
の
意
味

で
は
正
当
な
根
拠
が
あ

る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
実
態
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回

の
税
制
改
正

で
も
、

不
公
平
税
制
は
ご
く
わ
ず
か
な
手
直
し
が
行
な
わ

れ
た
だ
け
で
、
基
本
的

に
温
存
さ
れ
た
。

い
な
、
上
述

の

一
連

の
改
正

に
よ

っ
て
、
実
質
的

に
は
不
公
平
税
制
が
格
段
に
拡
大
さ
れ

よ
う

と
し
て
い
る
と

い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。

ご
く

一
部
手
直
さ
れ
た
部
分

(す
で
に
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
以
外
)
を
列
挙
す
れ
ぽ
、

以
下
の

と

お
り
で
あ

る
。

ω

キ

ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ

ソ
h
有
価
証
券
譲
渡

(売
買
)
所
得

現
行

で
は
原
則
非
課
税

で
、

証
券
会
社

の
税
務
署

へ
の
報
告
義
務
も
な

く
、
申
告
者
も
ほ
と

ん
ど
な

い
実
態
で
あ

る
が
、

"
財

テ
ク
ブ

ー
ム
"
と
ま

で
い
わ
れ
る
な
か
、

課
税
対
象
が
わ
ず
か
に
拡
大
さ
れ
た
に

す
ぎ
な

い
。
す
な
わ
ち
、
①
「
継
続
的
取
引
」
の
基
準
と
な
る
売
買
回
数
を
三
〇
回

(現
行
五
〇
回
)
以
上

に
、
売
買
株
数
を

=

一万
株

(現

行
二
〇
万
株
)
以
上
と
す
る
。
②
「
同

一
銘
柄

の
株
式
等

の
相
当
数

の
譲
渡
」

の
基
準
を

一
二
万
株

(現
行
二
〇
万
株
)
以
上
と
す
る
、
等
。

②

土
地
税
制

現
行
で
は
、
十
年
以
上
所
有
し
た
土
地
の
売
却
益

(長
期
譲
渡
所
得
)

へ
の
課
税

は
二
分

の

一
、
個
人

・
法
人

の
土

地
建
物

の
交

換

・
買

い
替
え
は
原
則
非
課
税
等

の
特
例
が
あ

る
が
、
と
り
わ
け
国
鉄

の

「
民
営

・
分
割
」
化
を
契
機

に
、
土
地
投
機
と
地

価

の
急
騰
、

そ
れ
に
伴
う
土
地
売
買
益

の
急
増
が
み
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的

に
特
例

の
手
直
し
は
行
な
わ
れ
ず
、
わ
ず

か
に

保
有
期
間

の
変
更
や
軽
減
税
率

の

一
部
手
直

し
に
と
ど
め
ら
れ
た
。

㈹
受
取
配
当

の
益
金
不
算
入

現
行
で
は
、
株

の
巨
大
な
機
関
保
有
者
た
る
法
人

の
受
取
配
当
は
、

全
額
益
金

不
算
入

(非
課
税
)
と

さ
れ

て
い
る
が
、
そ

の
算
入
割
合
が
八
七
年
度
九
五
%
、
八
八
年
度
九
〇

%
、

八
九
年
度
八
〇

%

へ
と
、
わ
ず
か
に
段
階
的

に
圧
縮
さ
れ

る

に
と
ど
め
ら
れ
た
。
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㈲
賞
与
引
当
金

賞
与
引
当
金
は
段
階
的

に
廃
止
さ
れ
る
が
、
実
績
を
大
幅

に
上
回
る
退
職
引
当
金

は
じ
め
不
当
な

い
し
、
過
大
な

非
課
税
措
置

(利
潤
の
費
用
化
)
の
ほ
と
ん
ど
が
湿
存
さ
れ
た
。

⑤
外
国
税
額
控
除
制
度

朝
日
新
聞

(八
六

.
一
〇

.
十

一
夕
)
の
調
ぺ
に
よ
る
と
、

全
国
百
六
十
二
万

の
法
人

の
う
ち
内
国
法
人
税

無
納
が
約
半
分

の
九
十
万
法
人
、

そ
の
中

に
は
鐘
紡
、

ク
ラ
レ
、
三
菱
石
油
、

日
本
綱
管
、
住
友
金
属
工
業
、

川
崎
重
工
、

三
越
な
ど
東

証
第

一
部
上
場
企
業
計
九
十
社
が

八
六
年
三
月
期
ま
で
過
去
三
年
間
法
人
税
無
納
も
含
ま
れ

て
い
る
と
い
う
。

こ
れ
だ
け
み
て
も
、
大
法

人
優
遇
の
不
公
平
税
制

の
手
厚
さ
が
十
分
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
、

公
表
さ
れ
る
決
算
統
計
上
、
「
法
人
税
等
充
当
額
」
が
計
上
さ
れ

て
い
る
場
合
で
も
、
内
国
法
人
税

ゼ

ロ
の
ヶ
ー

ス
が
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
う
し
た
ヶ
!

ス
を
生
み
だ
す
代
表
例
が
、

日
本
で
納

め
る
べ
き

税
額

か
ら
外
国
で
納

め
た
税
額
を
全
額
控
除
す
る
特
例
と
し
て
の
外
国
税
額
控
除
制
度

で
あ

る
。

こ
の
結
果
、
た
と
え
ぽ
九
大
商
社

の
う

ち
七
社
ま
で
が
、

八
五
年
度
確
定
申
告

に
お
い
て
内
国
法
人
税

ゼ

ロ
に
と
な

っ
て
い
る
と

い
う
。

こ
う
し
た
不
当
な
実
態
が
存
在
す

る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
今

回
の
税
制
改
正
で
は
、
外
国
で
非
課
税
扱

い
の
所
得

に
つ
い
て
そ

の
半
分
を
国
内

で
課
税
対
象
と
す
る
な
ど

一
部
手

直

し
の
み
で
、
外
国
税
額
控
除
制
度
も
基
本
的

に
温
存
さ
れ
た
。

こ
う
み
て
く
る
と
、

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
実
施
以
来

の
税
制
大
改
革
と

い
わ
れ
る

「
戦
後
税
制

の
総
決
算
」
と

し
て

の
八
七
年
度
税
制
改
正

案

は
、
総
体
と
し
て
、
公
平
か
つ
民
主
的
と

い
う
現
憲
法
が
規
定
す

る

一
般
的
課
税
原
則

に
大
幅
に
逆
行
す
る
内
容
と
性
格

の
も

の
と

い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
意
味
で
、
「
行
革
」
す
な
わ
ち

一
戦
後
政
治

の
総
決
算
L

の
階
級
的
本
質

を
象
徴
的

に
具
現

し
て
い
る
と

い

わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。

(
一
九
八
六

・
五
)
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1

〈
資

料
〉

一
九
八
七
年
度
税
制
改
正
法
案
の
概
要

9
売
上
税
法
案

【課
税
の
対
象
】

(-
)

国
内
取
引

国
内
に
お
い
て
、
事
業
者
が
事
業
と
し
て
有
価
で
行
う
資
産
の
譲
渡
資

産

の
貸
し
付
け
及
び
役
務

の
提
供

(以
下

「資
産

の
譲
渡
等
」
と
い
う
)

を
課
税
対
象
と
す
る
。

(2
)

輸
入
取
引

保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
貨
物
を
課
税
対
象
と
す
る
。

【納
税
義
務
者
】

(
-
)

国
内
取
引

事
業
者
と
す
る
。

(
2
)

輸
入
取
引

貨
物
を
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
者
と
す
る
。

【非
課
税
、
免
税
】

(
1
)

非
課
税
取
引

(本
文
第
八
表
参
照
)

(
2
)

国
、
地
方
公
共
団
体
、
公
共
法
人
、
公
益
法
人
等

①
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
資
産
の
渡
渡
等
に

つ
い
て
は
国
ま
た

は
地
方
公
共
団
体
が
特
別
会
計
を
設
け

て
行
う

一
定

の
事
業
に
係
る
も

の

を
除
き
売
上
税
を
課
さ
な
い
。

②
公
共
法
人
又
は
公
益
法
人
等
が
行
う
資
産
の
譲
渡
等
に
つ
い
て
は
、

販
売
業
、
製
造
業
等

一
定

の
事
業
に
係
る
も
の
を
除
き
売
上
税
を
課
さ
な

い
。(

3
)

輸
出
免
税

輸
出
取
引

(輸
出
類
似
取
引
を
含
む
)
に

つ
い
て
は
、
売
上
税
を
免
除

す
る
。

非
居
住
者
が
輸
出
す
る
目
的
で
輸
出
品
販
売
場
に
お
い
て
購
入
す
る

一

定

の
物
品
に
つ
い
て
は
、
売
上
税
を
免
除
す
る
。

【納
税
義
務
の
免
除
】

前
年
課
税
売
上
高

(輸
出
売
上
高
を
含
む
。
税
抜
ぎ
)
が

}
億
円
以
下

の
事
業
者
に

つ
い
て
は
、
そ
の
年
四
月

一
日
か
ら
そ
の
年

の
翌
年
三
月
三

十

一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
行

っ
た
課
税
資
産

の
譲
渡
等
に
つ
い
て
は
納

税
義
務
を
免
除
す
る
。

【納
税
地
】

(
-
)

国
内
取
引

①
個
人
事
業
者

の
納
税
地

イ

国
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
は
、
住
所
地
と
す
る
。

ロ

国
内
に
住
所
を
有
せ
ず
、居
所
を
有
す
る
場
合
は
、居
所
地
と
す
る
。

ハ

住
所
及
び
暦
所
を
有
し
な
い
者

で
国
内
に
事
務
所
等
を
有
す
る
揚

合
は
、
事
務
所
等

の
所
在
地

(二
つ
以
上
あ
る
場
合
は
主
た
る
も

の
の
所

在
地
)
と
す
る
。

②
法
人
の
納
税
地

イ

内
国
法
人
の
場
合
は
、
本
店
ま
た
は
主
た
る
蟻
務
所
の
所
在
地
と

す
る
。
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ロ

内
国
法
人
以
外

の
法
人
で
国
内
に
事
務
所
等
を
有
す
る
外
国
法
人

の
場
合
は
事
務
所
等

の
所
在
地

(二

つ
以
上
あ
る
場
合
は
主
た
る
も
の
の

所
在
地
)
と
す
る
。

(
2
)

輸
入
取
引

輸
入
取
引
に

つ
い
て
は
、
課
税
貨
物
の
引
ぎ
取
り
に
係

る
保
税
地
域
の

所
在
地
と
す
る
。

【課
税
標
準
】

(
-
)

国
内
取
引

①
原
則

国
内
取
引

に
つ
い
て
は
、
課
税
資
産
の
譲
渡
等

の
対
価
の
額

(当
族
課

税
資
産

の
譲
渡
等

に
つ
き
課
さ
れ
る
べ
き
売
上
税
に
相
当
す
る
金
額
を
除

く
)
を
課
税
標
準
と
す
る
。

②
個
別
消
費
税
の
扱
い

個
別
消
費
税
額
は
売
上
税

の
課
税
標
準
に
含
め
る
。

(2
)

輸
入
取
引

輸
入
取
引
に
つ
い
て
は
、
関
税
課
税
価
格

に
売
ヒ
税
以
外

の
個
別
消
費

税
額
及
び
関
税
額
を
加
算
し
た
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
。

【税
率
】

五
%
と
す
る
。

【税
額
票
】

(1
)

税
額
票

の
交
付
等

①
税
額
票
発
行
事
業
者

は
、
課
税
取
引

に
つ
い
て
、
他

の
税
額
票
発
行

事
業
者
か
ら
税
額
票
の
交
付
を
要
求
さ
れ
た
場
合
に
は
、
税
額
票
を
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

②
小
売
業
者
等
で
税
額
票
発
行
客
業
者
に
該
当
す
る
者
は
、
税
額
票
に

代
え

て
簡
易
税
額
票
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑧
税
額
票
発
行
妻
業
者
は
、
税
額
票
ま
た
は
簡
易
税
額
票
の
交
付
を
し

た
と
き
は
、
そ
の
写
し
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(
2
)

ま
と
め
交
付

税
額
票
は
、
課
税
期
間
の
範
囲
内
で

一
定
期
間

の
課
税
取
引
に
つ
き
ま

と
め
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
3
)

記
載
事
項

①
税
額
票
の
記
載
事
項
は
次

の
と
お
り
と
す
る
。

イ

税
額
票
と

い
う
文
言

ロ

作
成
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
税
額
票
番
号

ハ

課
税
資
産

の
譲
渡
等
を
行

っ
た
年
月

日

(ま
と
め
交
付
を
行

っ
た

場
合
に
は
課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
行

っ
た
期
間
)

二

資
産
又
は
役
務

の
内
容

ホ

税
抜
ぎ
価
額
、
売
ヒ
税
額

へ

税
額
票

の
交
付
を
受
け
る
者

の
氏
名
又
は
名
称

②
簡
易
税
額
票

の
記
載
事
項
は
次

の
と
お
り
と
す
る
。

イホ ニ ハ ロ(
4
)

 ①
事
業
者
は
、
課
税
売
上
高
が

一
億
円
を
超
え
る
こ
と
と
な

っ
た
年

の

簡
易
税
額
票
と
い
う
文
言

作
成
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
税
額
票
番
号

課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
行
っ
た
年
月
日

資
産
又
は
役
務
の
内
容

税
込
み
価
額
及
び
適
用
税
率
又
は
税
抜
き
価
額
及
び
売
上
税
額

税
額
票
番
号
の
取
得
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翌
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
に
、
所
轄
税
務
暑
長
に
届
け
出
て
税
額
票
番
号

を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

②
前
年
課
税
売
上
高
が

一
億
円
以
下

の
事
業
者
は
、
申
請
に
よ
り
納
税

義
務
者
と
な
る
こ
と
を
選
択
し
税
額
票
番
号
を
取
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

【売
上
税
額
の
控
除
】

(
1
)

仕
入
れ

に
係
る
税
額

の
控
除

①
税
額
票
発
行
事
業
者
が
課
税
仕
入
れ
を
行
い
、
税
額
票
又
は
簡
易
税

額
票
の
交
付
を
受
け
た
と
き

は
、
そ

の
課
税
期
間
に
お
け
る
課
税
資
産
の

譲
渡
等

に
係
る
売
上
税
の
合
計
額
か
ら
次
の
い
ず
れ
か
の
方
式
に
よ
り
計

算
し
た
仕
入
税
額
を
控
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

イ

個
別
対
応
方
式

課
税
期
間
中
の
課
税
仕
入
れ
に
係
る
税
額
を
、
④
課
税
売
り
上
げ
に
対

応
す
る
も

の
、
㊥
非
課
税
売
り
上
げ

に
対
応
す
る
も
の
、
㊦
課
税
売
り
上

げ
、
非
課
税
売
り
上
げ

に
共
通
す
る
も
の
に
区
分
し
、
次
の
箕
式

(表
1
)

に
よ
り
計
算
す
る
。

ロ

比
例
配
分
方
式

(表

2
)

②
航
空
運
送
事
業
等

の
役
務

の
提
供
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

対
価

の
金
額
等
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
税
額
票
ま
た
は
簡
易

税
額
票
が
な
く
て
も
税
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

一
定
金
額
以
上

の
固
定
資
産
の
仕
入
税
額
控
除
に
つ
い
て
は
、

一
定

期
間
に
お
い
て
課
税
売
上
割
合
が
著

し
く
変
動
し
た
場
合
又
は

一
定
期
間

内

に
当
該
固
定
資
産

の
用
途
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
所
要

の
調
整
を
行

う
。④

輸
出

に
係
る
売
上
税
額
の
控
除

の
特
例

非
課
税
資
産

の
譲
渡
等
が
輸
出
取
引
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
課
税
資
産

の
譲
渡
等
に
係
る
輸
出
取
引
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
当
該
輸
出

を
行
う
事
業
者
は
仕
入
れ
に
係
る
税
額
票
に
記
載
さ
れ
た
税
額
の
控
除
ま

た
は
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
小
規
模
事
業
者
の
控
除

の
特
例

前
年
課
税
売
上
高
が

一
億
円
以
下
で
あ
る
税
額
票
発
行
事
業
者
は
、
申

請
に
よ
り
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
課
税
資
産

の
譲
渡
等

表1

童〕撒 獺 一④の瀬+〔◎の瀬 ×需雛 鶴霧

表2

騰 臨 仕入れに係る獺 ×需雛 嵩塞罐

に
係
る
売
上
税
額

(対
価
の
返
還
等

に
係
る
売
上
税
額
及
び
貸
し
倒
れ

に

係
る
売
上
税
額
を
控
除

し

た
金
額
)

の
八
〇
%

(卸
売
業
に
つ
い
て
は
九

〇
%
)
を
仕
入
に
係
る
税
額
と
み
な

す
。⑥

対
価
の
返
還
等
を
受
け
た
場
合

の
特
例

課
税
資
産

の
譲
渡
等

に
係
る
対
価

の
返
還
等

(値
引
き
、
割
り
戻
し
等
)

に
つ
い
て
は
、
当
初

の
売
り
上
げ
に

係
る
税
額
の
修
正
で
は
な
く
、
当
該

返
還
等
を
し
た
課
税
期
間
に
お
い
て

売
り
上
げ

に
係
る
税
額
か
ら
当
該
返

還
等
に
係
る
税
額
票
に
記
載
さ
れ
た

売
上
税
額
を
控
除
す
る
。

⑦
貸
し
倒
れ
に
係
る
売
上
税
額
の
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調
整課

税
資
産
の
譲
渡
等

の
対
価
に
係
る
税
込
み
価
額

の
全
部
又
は

一
部
を

領
収
で
き
な
か

っ
た
場
合
に
は
、

一
定

の
条
件

の
下
に
控
除
を
認
め
る
。

(
2
)

輸
入
貨
物
の
引
き
取
り
に
係

る
税
額

の
控
除

課
税
貨
物
を
保
税
地
域
か
ら
引
き
取

っ
た
と
き
は
、
税
関
長
か
ら
引
き

取
り
に
係
る
税
額
票

の
交
付
を
受
け
る
。

引
き
取
り
に
係
る
税
額
票
の
扱
い
は
、
仕
入
れ
に
係
る
税
額
票

の
扱

い

と
同
じ
。

【申
告
及
び
納
付
等
】

(
1
)

国
内
取
引

①
課
税
期
間

課
税
期
間
は
、

一
月
か
ら
三
月
ま
で
、
四
月
か
ら
六
月
ま
で
、
七
月
か

ら
九
月
ま
で
及
び
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
各
期
間
と
す
る
。

②
申
告
、
納
付

イ

事
業
者
に
つ
い
て
は
、
課
税
期
間
に
属
す
る
最
終
月
の
翌

々
月
末

日
ま
で
に
申
告
、
納
付
す
る
。

ロ

前
年
課
税
売
上
高
が

一
億
円
以
下
で
あ
る
税
額
票
発
行
事
業
者
は
、

税
務
署
長

の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
課
税
期

間
分
及
び
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
課
税
期
間
分
の
申
告
書

の
提
出
期
限

を
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
課
税
期
間
分

の
申
告
書

七
～
九
月
分
と
同
時

期

の
十

一
月
末
日

十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
課
税
期
間
分
の
申
告
書

一
～
三
月
分
と
同

時
期
の
五
月
末
日

③
納
税
申
告
書

の
記
載
事
項

イ

課
税
標
準
額

ロ

売
上
税
額

ハ

仕
入
れ
に
係

る
売
上
税
額
対
価

の
返
還
等
に
係
る
売
上
税
額
及
び

貸
し
倒
れ
に
係
る
売
上
額

二

納
付
税
額
又
は
控
除
不
足
額

ホ

そ

の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

④
控
除
不
足
額
に
つ
い
て
は
還
付
す
る
。

(2
)

輸

入
取
引

課
税
貨
物
を
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
時
ま
で
に
申
告
、
納
付
す
る
。

な
お
、
担
保
を
提
供
し
た
場
合
に
は
、
二
か
月
以
内

の
納
期
限
の
延
長
を

認
め
る
。

【記
帳
義
務
】

課
税
事
業
者
は
、
帳
簿
を
備
え
付
け
て
こ
れ
に
次

の
事
項
に
関
す
る
事

項
を
記
録
し
、
か

つ
、
当
該
帳
簿
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
)

課
税
資
産

の
譲
渡
等

(2
)

課
税
仕
入
れ

(
3
)

課
税
貨
物
の
保
税
地
域
か
ら

の
引
取
り

【そ
の
他
】

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

【施
行
期
日
】

こ
の
法
律
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

O

所
得
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
売
上
税
法
施
行
法
案
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1

趣

旨

所
得
課
税
の
負
担
軽
減

・
合
理
化
と
そ
の
財
源
措
置

の
観
点
か
ら
、
今

回
の
税
制
改
革
を

一
体
と
し
て
整
合
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。
所
得
税
法
等
改
正
法
と
売
上
税
法
の
相
互
の
関
連

に
配
意
し

つ
つ
、

こ
れ
ら
の
法
律

の
施
行
期
日
、
経
過
措
麗
等
を
定
め
る
。

H

施
行
期
日

1

所
得
税
法

の
改
正

(
1
)

所
得
税
負
担
の
軽
減

・
合
理
化

○
税
率
構
造

の
見
蔵
し
目
昭
和
六
二
年
四
月

一
日
(二
年
間
で
段
階
的
)

○
給
与
所
得
者

の
特
定
支
出
の
控
除

の
特
例
の
創
設
"
昭
和
六
三
年

一

月

一
日

○
配
偶
者
特
別
控
除

の
創
設
"
昭
和
六
二
年
四
月

一
日

○
白
色
事
業
専
従
者
控
除
の
改
正
"
昭
和
六
二
年
四
月

一
日

○
老
年
者
控
除

の
引
き
上
げ
11
昭
和
六
三
年

一
月

一
日

○
公
的
年
金
等
控
除

の
創
設
等
11
昭
和
六
三
年

一
月

一
日

○
そ
の
他

▽
資
産
所
得
の
合
算
課
税
制
度
の
廃
止
"
昭
和
六
三
年

一
月

一
日

▽
医
療
費
控
除

の
足
切
り
限
度
の
引
ぎ
上
げ
11
昭
和
六
二
年
四
月

一
日

▽
損
害
保
険
料
控
除

の
対
象
の
追
加
口
昭
和
六
二
年
四
月

一
日

▽

一
定

の
公
益
僑
託
に
対
し
て
支
出
す
る
金
銭
の
寄
付
金
控
除

の
対
象

へ
の
追
加
"
昭
和
六
二
年
四
月

一
日

▽
総
収
入
金
額
報
告
書

の
提
出
義
務
者

の
総
収
入
金
額

の
引
き
下
げ
H

昭
和
山ハ
ニ
年
四
月

一
日

(
2
)

利
子
課
税
等

○
小
額
貯
蓄
非
課
税
制
度
及
び
郵
便
貯
金
非
課
税
制
度
の
老
人
等
等
に

対
す
る
利
子
非
課
税
制
度

へ
の
改
組
H
昭
和
六
二
年

一
〇
月

一
日

○
利
子
等
に
対
す
る
源
泉
徴
収
税
率
の
改
正
11
昭
和
六
二
年

一
〇
月

一

日
○
金
融
類
似
商
品
に
係
る
収
益
に
対
す
る
源
泉
徴
収
等
U
昭
和
六
二
年

一
〇
月

一
日

○
有
価
証
券
譲
渡
益
課
税

の
対
象
範
囲

の
拡
大
11
昭
和
六
二
年
四
月

一
日

2

法
人
税
法
の
改
正
"
昭
和
六
二
年

四
月

一
日

3

酒
税
法

の
改
正
昭
和
六
三
年

一
月

一
日

4

た
ば

こ
消
費
税
法
の
改
正

(1
)

売
上
税
の
創
設
に
伴
う
税
率
の
引
き
下
げ
目
昭
和
六
三
年

一
月

一
日(

2
)

そ
の
他
"
昭
和
六
二
年
四
月

一
日

5

取
引
所
税
法
の
改
正
11
昭
和
六
二
年
四
月

一
日

6

有
価
証
券
取
引
税
法

の
改
正

○
有
価
証
券
の
譲
渡
に
対
す
る
税
率
の
改
正

▽
転
換
社
債
等
の
税
率
引
き
上
げ
11
昭
和
六
二
年
四
月

一
日

▽
株
券
及
び
地
方
債
券
等

の
税
率
引
き
下
げ
目
昭
和
六
三
年

一
月

一
日

7

印
紙
税
法

の
改
正

(1
)

課
税
文
書
の
廃
止
等
目
昭
和
六
三
年

一
月

一
日

(
2
)

そ
の
他
昭
和
六
二
年
四
月

}
日

8

国
税
通
則
法
の
改
正

○
各
種
加
算
税
の
引
き
上
げ

11
昭
和
六
二
年
四
月

一
日

9

租
税
特
別
措
置
法

の
改
正
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(
1
)

利
子
課
税
等

の
改
正
1ー
昭
和
六
二
年

一
〇
月

一
日

(2
)

み
な
し
法
人
課
税

の
特
例
の
改
正
"
昭
和
六
三
年

一
月

一
日

(3
)

土
地
税
制

の
改
正

○
長
期
譲
渡
所
得
及
び
短
期
譲
渡
所
得
の
区
分
等
の
特
例
11
昭
和
六
二

年
四
月

一
日

○
土
地
譲
渡
益
重
課
制
度
の
短
期
所
有
土
地
等
の
区
分

の
特
例
口
昭
和

六
二
年
四
月

一
日

○
超
短
期
保
有

の
土
地
の
譲
渡
等

に
係
る
課
税
の
特
例
11
昭
和
六
二
年

四
月

一
日

○
長
期
譲
渡
所
得

の
課
税
の
特
例
11
昭
和
六
三
年

一
月

一
日

○
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
課
税

の
特
例
11
昭
和
六
三
年

一
月

一
日

○
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
課
税

の
特
例
11
昭
和

六
三
年

一
月

一
日

○
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等

に
係
る

一
、
五
〇
〇
万
円
特
別
控
除
の
適

用
対
象

の
拡
大
11
昭
和
六
二
年
四
月

一
日

○
個
人
の
特
定
の
事
業
用
資
産

の
買

い
換
え
等

の
特
例
"
昭
和
六
二
年

四
月

一
日

○
特
定

の
資
産

の
買
い
換
え
等

の
場
合
の
課
税
の
特
例
U
昭
和
六
二
年

四
月

一
日

(
4
)

法
人
税
率

の
特
例
制
度
等

の
廃
止
11
昭
和
年

四
月

一
日

(5
)

登
録
免
許
税

の
特
例
11
昭
和
六
二
年
四
月

一
日

10

売
上
税
法
h
昭
和
六
二
年
九
月

一
口
(実
施
は
六
三
年

一
月

一
日
)

皿

砂
糖
消
費
税
法
等
の
廃
止
等

1

砂
糖
消
費
税
法
、
物
品
税
法
、
ト
ラ
ソ
プ
類
税
法
、
入
場
税
法
及

び
通
行
税
法
は
、
昭
和
六
三
年

一
月

一
日
に
廃
止
す
る
。

2

砂
糖
消
費
税
法
等
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
。

W

経
常
措
置

1

所
得
税
法

の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

(
1
)

所
得
税
負
担
の
軽
減

.
合
理
化

①
税
率
構
造

の
六
二
年
分
の
経
過
措
置

(本
文
第
九
表
)

②
配
偶
者
特
別
控
除

の
六
二
年
分
の
控
除
額
は

一
一
万
二
、
五
〇
〇
円

と
す
る
。

(
2
)

改
正
後

の
利
子
課
税
等

の
制
度
は
昭
和
六
二
年

一
〇
月

一
日
以

後

の
期
間
に
対
応
す
る
利
子
等

の
部
分
に
つ
き
適
用
す
る
。
同
日
を
含
む

利
子
等

の
計
算
期
間
に
係
る
利
子
等
に
つ
い
て
は
、
期
間
按
分
の
方
法
に

よ
り
課
税
額
を
算
出
す
る
。

2

法
人
税
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

(1
)

法
人
税
率

に
関
す
る
経
過
措
置

①
昭
和
六
二
年
四
月

一
日
か
ら
昭
和
六
四
年
三
月
三

一
日
ま
で
の
間
に

終
了
す
る
事
業
年
度

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
税
率

に
よ
る
こ
と
と

す
る

(本
文
第

一
七
表
)

②
法
人
税
率

の
経
過
措
置
に
応
じ
、
法
人
の
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人

税
率

に
つ
い
て
も
所
要

の
経
過
措
置
を
講
ず
る
。

(2
)

受
取
配
当
等

の
益
金
不
算
入
制
度
の
改
正
は
、
昭
和
六
二
年
四

月

一
日
以
後
に
受
け
た
配
当
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
特
定
株

式
等
以
外

の
株
式
等
に
係
る
受
取
配
当
等

の
益
金
不
算
入
割
合

(八
〇
%
)

を
昭
和
六
二
年
四
月

一
日
か
ら
昭
和
六
三
年
三
月
三

一
日
ま
で
の
間
に
終
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了
す
る
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
及
び
当
該
期
間

の
解
散
に
よ

る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
九
五
%
と
し
、
昭
和
六
三
年

四
月

一
日
か
ら
昭
和
六
四
年
三
月
三

一
日
ま
で
の
問
に
終
了
す
る
事
業
年

度

の
所
得

に
対
す
る
法
人
税
及
び
当
該
期
間

の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得

に

対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
九
〇
%
と
す
る
経
過
措
鐙
を
講
ず
る
。

(3
)

賞
与
引
当
金

の
廃
止
に
伴
い
、
改
正
前

の
規
正
前
の
規
定
に
よ

る
繰
入
限
度
額
に
対
し
て
、
昭
和
六
二
年
四
月

一
日
か
ら
昭
和
六
三
年
三

月
三

一
日
ま
で
の
間
に
終
す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
そ
の
四
分
の
三
、

昭
和
六
三
年

四
月

↓
日
か
ら
昭
和
六
四
年
三
月
三

一
日
ま
で
の
問
に
終
了

す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
そ
の
二
分
の

一
、
昭
和
六
四
年
四
月

一
日
か

ら
昭
和
六
五
年
三
月
三

一
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て

は
そ

の
四
分
の

一
の
繰
り
入
れ
を
認
め
る
経
過
措
置
を
譲
ず
る
。

(4
)

外
国
税
額
控
除
に
関
し
、
昭
和
六
二
年
四
月

一
日
前
に
開
始
し

た
各
事
業
年
度

の
控
除
限
度
額

の
未
使
用
額
及
び
外
国
税
額

の
控
除
限
度

超
過
額
に
つ
い
て
は
、
五
年
間

の
繰
り
越
し
を
認
め
る
。

(
5
)

そ

の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
。

3

酒
税
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

(
1
)

ウ
イ
ス
ー
類
か
ら
除
外
さ
れ
る
ウ
イ
ス
キ
ー
類
二
級
に
つ
い
て
、

昭
和
六
三
年

一
月

一
日
か
ら
二
年
間
は
、
な
お
ウ
イ
ス
キ
ー
類
二
級
と
し
、

そ
の
税
率
は
改
正
後
の
ス
ピ
リ
ッ
ツ
と
同
水
準

の
税
率
を
適
用
す
る
。

(
2
)

酒
類
引
取
者
が
、
昭
和
六
三
年

一
月

一
日
前

に
輸
入
し
た
酒
類

を
昭
和
六
二
年

一
二
月
中
に
特
定

の
場
所
に
移
入
し
、
昭
和
六
三
年

一
月

一
日
以
後

一
月
以
内

に
移
出
し
た
場
合
に
は
、
酒
税
法

の
規
定
を
適
用
し

た
改
正
に
伴
う
酒
類
の
減
税
相
当
額
を
還
付
す
る
。

(
3
)

そ
の
他
所
要

の
経
過
措
置
を
講
ず
る
。

4

た
ば
こ
消
費
税
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

た
ば
こ
の
卸
売
販
売
業
者
等
が
、
昭
和
六
三
年

一
月

一
日
に
輸
入
し
た

た
ば
こ
を
昭
和
六
二
年

=

一月
中
に
特
定

の
場
所
に
移
入
し
、
昭
和
六
三

年

一
月

一
日
以
後

一
月
以
内
に
移
出
し
た
場
合
に
は
、
た
ば
こ
消
費
税
法

の
規
定
を
適
用
し
た
改
正
に
伴
う
た
ば
こ
消
費
税
の
減
税
相
当
額
を
還
付

す
る
ほ
か
、
所
要

の
経
過
措
置
を
講
ず
る
。

5

有
価
証
券
取
引
税
法

の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

転
換
社
債
券
等

に
係
る
税
率

の
引
き
上
げ
は
、
昭
和
六
二
年
四
月

一
日

以
後
に
す
る
譲
渡
か
ら
適
用
し
、
株
券
及
び
地
方
債
証
券
等
に
係
る
税
率

の
引
き
下
げ
は
昭
和
六
三
年

一
月

一
日
以
後
に
す
る
譲
渡
か
ら
適
用
す
る
。

6

国
税
通
則
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

各
種
加
算
税

の
引
き
上
げ
は
、
昭
和
六
二
年
四
月

一
日
以
後
に
法
定
申

告
期
限
が
到
来
す
る
国
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

7

租
税
特
別
措
置
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

(1
)

利
子
課
税
等
の
改
正

①
改
正
後
の
利
子
所
得

の
源
泉
分
離
課
税
等
の
特
例
は
昭
和
六
二
年

一

〇
月

一
日
以
後

の
期
間
に
対
応
す
る
利
子
等

の
部
分
に
つ
き
適
用
す
る
。

同
日
を
含
む
利
子
等

の
計
算
期
間
に
係
る
利
子
等
に

つ
い
て
は
、
期
間
按

分
の
方
法
に
よ
り
課
税
額
を
算
出
す
る
。

②
勤
労
者
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
の
利
子
所
得
等

の
課
税

の
特
例
及
び
勤

労
者
財
産
形
成
年
金
貯
蓄

の
利
子
所
得
等
の
課
税

の
特
例

は
、
勤
労
者
財

産
形
成
促
進
法

の

一
部
改
正
法

の
施
行
の
日
以
後
と
預
入
等
を
す
る
財
産

形
成
住
宅
貯
蓄
又
は
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
に

つ
い
て
適
用
す
る
。
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(2
)

土
地
税
制
の
改
正

①
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税

の
特
例
、
優
良
住
宅
地
の
造
成
等

の
た
め
に

土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
課
税
の
特
例
及
び
特
定
市
街
化
区
域
農
地
等

を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得

の
課
税
の
特
例
の
税
率

の
改
正
は
、

昭
和
六
三
年

一
月

一
日
以
後
に
行
う
土
地
等
の
譲
渡
に
係
る
所
得
税
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

②
特
定

の
資
産

の
買

い
換
え
等

の
場
合

の
課
税
の
特
例
の
改
正
は
、
昭

和
六
二
年

四
月

一
日
以
後

に
行
う
資
産

の
譲
渡

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

8

売
上
税
法
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置

(
1
)

売
上
税
法
は
、
昭
和
六
三
年

一
月

一
日
以
後
行
わ
れ
る
課
税
資

産

の
譲
渡
等
及
び
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
課
税
貨
物
に
対
す
る
売

上
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

(
2
)

昭
和
六
三
年

一
月

一
日
か
ら
和
昭
六
三
年

一
二
月
三

一
日
ま
で

の
間
に
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
電
話
役
務
に
つ
い
て
は
売
上
税
を

課
さ
な

い
。

(
3
)

昭
和
六
三
年

一
月

一
日
か
ら
和
昭
六
五
年

一
二
月
三

一
日
ま
で

の
間
に
譲
渡
さ
れ
又
は
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
乗
用
自
動
車

(軽

自
動
車
を
除
く
)
に
対
す
る
売
上
税

の
税
率
は

一
一
%
と
す
る
。

(4
)

税
額
票
発
行
事
業
者
が
和
昭
六
三
年

一
月

一
日
に
酒
類
等

の
製

造
場
又
は
保
税
地
域
以
外
の
場
所
で
販
売

の
目
的
で
所
有
す
る
酒
類
、
た

ば
こ
、

一
定
の
物
品
税
課
税
物
品
又
は
ト
ラ
ソ
プ
類
に
つ
い
て
、
売
上
税

の
税
額
控
除
に
つ
き
所
要

の
調
整
措
鴛
を
講
ず
る
。

(
5
)

そ

の
他
所
要

の
経
過
措
置
を
講
ず
る
。

V

所
得
税
法
等
改
正
法
及
び
売
上
税
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備

所
得
税
法
等
改
正
法
及
び
売
上
税
法
の
施
行
に
伴

い
、
災
害
被
害
者
に

対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
、
輸
入
品
に
対
す
る

内
国
消
費
税

の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整

備
を
行
う
。

∬

一
九
八
七
年
度
予
算
案
組
み
替
え
要
求

(社
会
党
、
八
七
.四
.二
)

国
会

で
審
議
中

の
政
府
予
算
案
は
、
日
米
関
係

の
緊
迫
化
を
は
じ
め
深

刻
の
度
を
深
め
る
内
外

の
経
済

・
社
会
情
勢

に
ま

っ
た
く
即
応
し
て
お
ら

ず
、
わ
が
党
が

「増
税

・
軍
拡

・
円
高
不
況
傍
観
予
算
」
と
想
定
し
た
よ

う
に
、
ま
さ
に

『
欠
陥
予
算
』
そ
の
も

の
で
あ

る
。
と
り
わ
け
政
府
予
算

案
は
転
換
点
に
立

つ
日
本
経
済

の
位
置
に
つ
い
て
の
時
代
認
識
が
欠
落
し
、

わ
が
国
の
中

・
長
期
的
な
社
会
経
済
改
革
を
展
望
す
る
こ
と
は
ま

っ
た
く

不
可
能
で
あ
る
。

政
府
予
算
案

は
、
短
期
的
に
み
て
も
異
常
な
円
高
と
そ
れ

に
起
因
す
る

不
況
局
面
に
何
ら
の
有
効
性
も
発
揮
し
え
な

い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

一

昨
年
九
月
の

「
G
5
」
に
始
ま
る
急
激
な
円
高
は
、

い
ま
や

一
四
〇
円
台

に
突
入
し
、
な
お
円
先
高
傾
向
に
あ
り
、

日
本
経
済

は

『剣
が
嶺
』
に
立

た
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
結
果
、
輸
出
関
連
産
業
を
中
心
に
経
済
不
況
が
広

が
り
、
失
業
者
は

一
八
六
万
人

(二

・
九
%
)
に
達
し
、
地
域
経
済
は
崩

壊
寸
前
に
あ
る
。

こ
う
し
た
内
外
状
況
は
当
初
か
ら
十
分
に
予
測
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、

わ
が
党
は
昨
年
末

の
党
首
会
談
な
ど
に
お
い
て
再
三
要
求
し
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
厳
し
い
内
外
情
勢

に
対
応
す
る
た
め
に
は
発
想
を
抜
本
的
に
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改
め
、
経
済

.
財
政
政
策
を
積
極
拡
大
型

に
大
転
換
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
府
予
箕
案

は

「財
政
再
建
路
線
」

に
固
執

し
、
縮
小
均
衡
型
に
終
わ

っ
て
い
る
。

と
く
に
日
本

の
内
需
拡
大
は
、
国
内
に
お
け
る
円
高
不
況
、
景
気
対
策

と

い
う
緊
急
性
に
お
い
て
も
、
ま
た
貿
易
不
均
衡

の
是
正
と
い
う
国
際
公

約
に
お
い
て
も
、
最
優
先
さ
せ
る
べ
き
政
策
基
調
で
あ
る
。
し
か
る
に
政

府
は
五
年
連
続
の

マ
イ
ナ
ス

・
シ
ー
リ
ン
グ
を
基
礎
に
三
二
年
ぶ
り
の
緊

縮
予
算
案
を
提
出
し
、
加
え
て
売
上
税
を
は
じ
め
内
需
拡
大
に
逆
行
す
る

大
衆
税
を
強
行
す
る
な
ど
、
発
想
が
ま

っ
た
く
逆
転
し
て
い
る
。
こ
の
結

果
、
政
府

の
経
済
見
通
し
で
あ
る
G
N
P
実
質
三

・
五
%
成
長
は
あ
ら
ゆ

る
面
で
不
可
能
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
情
勢
下
で
、
中
曽
根
首
相
を
は
じ
め
政
府

・
自
民
党
首
脳
は

政
府
予
算
案
に
目
途
が

つ
く
以
前
に
お
い
て
、
内
需
拡
大
の
た
め
の
総
合

経
済
対
策
や
大
型
補
正
予
算

の
編
成
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か

な
矛
盾
撞
着
で
あ
り
、
審
議
中

の
政
府
予
算
案
が

『欠
陥
予
算
』
で
あ
る

こ
と

の
何
よ
り
の
証
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
わ
が
党
は
以
下

の
基
本
方
針
具
体
的
方
針

に
即
し
て

}

九
八
七
年
度
政
府
予
算
案

の
抜
本
的
な
組
み
替
え
を
要
求
し
て
い
く
。

【基
本
方
針
】

ω

政
府
予
算
の
抜
本
的
組
み
替
え
、
財
政
政
策
の
大
転
換

来
年
度
政
府
案

は
、
未
鴬
有

の
経
済
不
況
を
ま

っ
た
く
無
視
し
て
お
り
、

一
ド

ル

一
六
三
円
、
実
質
G
N
P
成
長
率
三

・
五
%
と

い
う
予
算
編
成

の

基
盤
は
完
全
に
崩
壊
し
て
い
る
。
売
上
税
の
撤
回
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

わ
が
党
の
主
張
す
る
長
期
的
な
社
会
的
成
長

の
展
望
に
立
ち
、
来
年
度
実

質
四
～
五
%

の
G
N
P
成
長
率
を
実
現
す
る
た
め
、
円
高
不
況
克
服

・
内

需
拡
大
の
積
極
予
算

に
す
る
よ
う
抜
本
的
な
予
算
案

の
組
み
替
え
を
行
な

う
。
当
面
す
る
経
済
状
況
に
効
果
的
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
財
政
政
策

の
弾
力
化
が
不
可
欠
で
あ
り
、
財
政
再
建
の
目
標
を
五
年
程
度
延
期
す
る

こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

②

大
幅
減
税
先
行
、
増
税
撤
回

厳
し
い
経
済
清
勢
下
で
、
最
終
消
費
・支
出
増
に
よ
る
内
需
拡
大
を
は
か

る
た
め
、
ま
ず
大
幅
減
税
を
先
行
す
る
。

中
曽
根
首
相
は
、

今
回
の
税
制
改
革
に
あ
た
り
、

「大
型
間
接
税
の
導

入
は
行
な
わ
な
い
」
「中
堅
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
負

担
軽
減
」
な
ど
と
公
約

し
て
き
た
が
、
売
上
税
は
大
型
間
接
税
で
あ
り
、
ま
た
、
法
人
税
減
税
を

大
衆
増
税
で
賄
う
た
め
大
方
の
勤
労
者
に
と

っ
て
税
負
担
は
増
大
す
る
。

公
約
に
違
反
し
内
需
拡
大
に
反
す
る
税
制
改
革
を
阻
止
す
る
売
上
税
の
導

入
、

マ
ル
優
な
ど
非
課
税
貯
蓄
制
度
の
廃
止
を
絶
対
に
許
さ
ず
、
不
公
平

税
制

の
是
正
を
徹
底
的
に
推
進
す
る
。
そ
の
中
で
、
来
年
度
政
府
案

(約

一
.
七
兆
円
)
を
大
幅
に
上
回
る
減
税

(約
二

・
七
兆
円
)
を
実
施
す
る
。

個

衛
衛
費
の
凍
結

・
軍
縮

・
平
和
の
推
進

政
府
予
算
案
で
は
、
防
衛
費
は
対
前
年
度
当
初
予
算
比
五

・
二
%
増
と

優
遇
さ
れ
、
政
府
自
ら
が
定
め
た
防
衛
費
の
対
G
N
P
比

一
%
枠
を
○

・

○
〇
四
%
、
ニ
ニ
四
億
円
突
破
し
て
い
る
。
こ
れ
は
軍
事
大
国
化

へ
の
道
を

開
く
も

の
で
あ
る
。
わ
が
党
は
、
防
衛
費
を
少
な
く
と
も
前
年
度
並
み
に

凍
結
し
、

一
%
枠
を
厳
守
す
る
と
と
も
に
、
将
来

に
わ
た

っ
て
段
階
的

に

削
減
し
て
い
く
計
画
を
策
定
す
る
。
ま
た
、
O
D
A
を
援
助
相
手
国

の
自

立
化
に
資
す
る
も

の
と
な
る
よ
う
海
外
援
助
機
構

・
制
度
も
含
め
て
内
容
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を
検
討
し
、
増
額
す
る
。

傾

内
需
拡
大
と
不
況

・
雇
用
対
策
の
積
極
的
推
進

賃
金
の
引
き
上
げ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
所
得
減
税
や
福
祉
、
教
育
対

策

の
拡
充
に
よ
り
消
費

の
拡
大
を
は
か
る
と
と
も
に
、
公
共
事
業

の
大
幅

拡
大

に
よ

っ
て
内
需
拡
大
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
円
高
の
影
響
を
ま
と
も

に
蒙

っ
て
い
る
中
小
企
業
や
、
地
域
の
経
済
に
深
刻
な
打
撃
を
与
・兄
て
い

る
石
炭
産
業
な
ど
に
対
し
、
積
極
的
な
対
策
を
講
じ
る
。
さ
ら
に
雇
用
対

策
と
し
て
は
、
わ
が
党
が
提
唱
し
て
い
る
政
府
の

「
三
〇
万
人
雇
用
開
発

【予
算
組

み
替

え
要
求
に
よ
る
歳
入
歳
出
増
減
表
】

《
註
》

ω

表
中
歳
入
の
、
～

3
項

の
カ
ッ
コ
内

の
数
字
は
、
政
府
予
算
案
か
ら

の
畿

で
は
な
く
、
社
会
党
の
税
製

肇

の
実
数
で
あ
る
。

鋤

単
位

"
億
円
、
△
は
減
を
表
す

二
〇
、
七
七
〇

【一
ゴ
一、
一二
山ハ
○
】

所
得
税
減
税
等

△
六
、
○
○
○

【
二
七
、
○
○
○
】

売
上
税
、
利
子
課
税
等
の
撤
回

△

一

七
〇
〇

【○
】

当
初
予
算
を
上
回
る
N
T
T
株

の
売
却
収
入
国
債
整
理
基

金
に
繰
り
入
れ
ず
、

一
般
会
計
に
回
す

一
八
、
六
七
三

建
設
国
債
の
増
発

三
五
、
○
○
○

防
衛
関
係
費

の
凍
結

円
高
不
況

・
雇
用
対
策
の
強
力
な
推
進

社
会
保
障
の
充
実

教
育
文
化
対
策

み
ど
り

・
林
業

・
環
境
対
策

公
共
投
資

の
拡
大

地
方
交
通
線

の
維
持
等

補
助
金

カ
ッ
ト
の
撤
回

・
地
方
単
狸
事
業

の
拡
大

O
D
A
の
増
額

売
上
税
計
上
分
の
歳
出
削
減

不
要
不
急
経
費
の
削
減

公
務
員
給
与
改
善
費

国
債
費

△

一

七
三
九

二
、

一
九
八

三
=
二

一
九
六

五
五
二

〇
〇
〇

四
六
七

一
八
、
七
三
〇

一
七
六

△
八
六
七

△

一

五
八
六

八
五
五

四
三
〇
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プ

ロ
グ
ラ
ム
」
に
上
乗
せ
し
た

「
五
〇
万
人
雇
用
創
出
プ
ラ
ム
」
を
強
力

に
推
進
す
る
。

㈲

公
共
事
業
の
大
幅
拡
充
と
地
域
経
済
の
振
興

地
域
経
済
の
停
滞

に
対
し
、
積
極
的
な
公
財
政
支
出
を
行
な

い
、
地
域

経
済

の
振
興
を
図
る
と
と
も
に
、
一
=

世
紀
に
向
け
て
計
画
的

・
積
極
的

な
社
会
資
本
整
備
を
推
進
す
る
。

こ
の
た
め
、
国
庫
補
助
負
担
率
削
減
カ

ッ
ト
を
中
止
す
る
と
と
も
に
、
下
水
道
普
及
率

の
都
市
部

一
〇
〇
%
達
成

に
向
け
た

「
下
水
道
整
備
七
力
年
計
画
」
の
策
定
及
び
都
市
再
開
発
に
よ

る
住
宅
の
整
備
推
進
を
図
り
、
地
方
単
独
事
業
に
つ
い
て
も
拡
充
を
図
る
。

【具
体
的
方
針
】

※
数
字
は
、
政
府
予
算
案
か
ら
の
増
減
を
示
す
。

(単
位

"
億
円
、
▽
は
減
を
表
す
)

ω

わ
れ
わ
れ
の
税
制
改
革
に
よ
る
増
減
税

政
府

・
自
民
党
の
税
制
改
悪
を
撤
回
さ
せ
、
不
公
平
税
制
の
是
正
な
ど

に
よ

っ
て
財
源
を
確
保
し
、
大
幅
減
税
を
実
施
す
る
。

①
売
上
税
、
利
子
所
得

に
対
す
る

一
律
分
離
課
税
の
撤
回
な
ど

公
的
違
反
の
売
上
税
の
導
入
、

マ
ル
優

の
廃
止
等
を
止
め
さ
せ
る
。

(△

一
一
、
七
〇
〇
)

②
大
幅
所
得
税
減
税
な
ど
の
実
施

政
府
案
を
大
幅
に
上
回
る
減
税
を
実
施
す
る
。

(
△
二
七
、
○
○
○
)

③
不
公
平
税
制

の
是
正

現
行
不
公
平
税
制
を
徹
底
的
に
是
正
し
、
公
平

・
公
正
な
税
負
担
を
実

現
す
る
。

(二
二
、
三
六
〇
)

*
な
お
、
地
方
税
に
つ
い
て
も
約
七
〇
〇
〇
億
円
の
減
税
実
施
と
不
公

平
税
制
是
正
の
た
め
の
地
方
税
改
正
を
行
な
う
。

②

防
衛
関
係
獲
の
凍
結
、
軍
縮
、
平
和
の
推
進

①
防
衛
関
係
費

の
対
G
N
P
比

一
%
枠

の
突
破
は
、
歯
止
め
な
き
軍
拡

へ
の
第

一
歩
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
防
衛
関
係
費
を
前
年
度
並
み
に
凍
結
し
、

防
衛
費

の
対
G
N
P
比

一
%
枠
を
厳
守
す
る
。
ま
た
、
「思

い
や
り
予
算
」

の
増
額
は
行
な
わ
な

い
。

(△

一
、
七
三
九
)

②
世
界

の
平
和
と
繁
栄
の
た
め
、
O
D
A
を
前
年
度
比
七
%
増
に
す
る
。

(
一
七
六
)

㈹

円
高
不
況

・
雇
用
対
策

の
強
力
な
推
進

①
雇
用
対
策

の
強
化

雇
用
対
策
法

の
強
化

(大
量
雇
用
変
動

の
届
出
制
度
の
強
化
な
ど
)
に

よ
る

一
定

の
解
雇
制
限
の
実
施
を
前
提
に
、
政
府
の

「
三
〇
万
人
雇
用
開

発
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
に
上
乗
せ
し

「
五
〇
万
人
雇
用
創
出
プ
ラ
ム
」
を
実
施

す
る
。

(
一
、
九

=
ご
)

②
不
況
産
業

・
地
域
、
中
小
企
業
対
策

特
定
地
域
中
小
企
業
振
興
対
策
費
補
助
金
や
産
業
基
盤
整
備
に
対
す
る

利
子
補
給
金
、
石
炭
政
策
関
係
費
な
ど
を
増
額
す
る
。

(二
八
五
)

ω

社
会
保
障

の
充
実

国
民
健
康
保
険
制
度

の
抜
本
改
善

に
よ
る
地
域
保
健
医
療

シ
ス
テ
ム
の

整
備
、
老
齢
福
祉
年
金

の
給
付
水
準
の
引
き
上
げ
を
は
か
る
と
と
も
に
、

在
宅
福
祉
対
策
な
ど
地
域
で
の
福
祉
を
充
実
す
る
。

(三
三

こ

㈲

教
育

・
文
化
の
充
実

①

「初
任
者
研
修
費
」
な
ど
国
民
的
合
意
を
欠

い
た
臨
教
審
答
申
の
予

算
化
や
、
教
職
員
の
主
任
手
当
を
削
減
す
る
。

(△
四
四
)
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②
私
学
助
成
の
充
実
、
国
立
学
校
授
業
料
な
ど
の
据
え
置
き
、
四
〇
人

学
級

の
早
期
実
現
な
ど
を
は
か
ら
。

(二

一
〇
)

③
入
場
税
の
撤
廃
、
地
域
文
化

の
振
興
の
た
め
文
化
予
算
を
増
額
す
る
。

(三
〇
)

㈹

み
ど
り

・
林
業
、
環
境
対
策
の
強
化

①
農
林
漁
業
の
基
盤
整
備
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
国
有
林
野
事
業

へ

の
補
助
を
拡
充
す
る
な
ど
、
み
ど
り

・
林
業
対
策
を
強
化
す
る
。

(
一
、
四
二
二
)

②
公
害
健
康
被
害
者
補
償
制
度
等

の
堅
持

・
充
実
、
自
然
環
境
保
全
対

策
等
を
推
進
す
る
。

ω

公
共
投
資
の
増
額

円
高
不
況
の
緊
急
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、

一
般
会
計

の
公
共
事
業
を

増
額
し
不
況
地
域
に
重
点
的
に
配
分
す
る
。
事
業

の
内
容

は
、
国
民
生
活

基
盤
を
整
備
す
る
た
め
下
水
道

(都
市
部
普
及
率

一
〇
〇
%
達
成

の
た
め

の

「
下
水
道
整
備
七
力
年
計
画
」

の
策
定
と
そ
の
初
年
度
予
算

の
計
上
)、

公
的
住
宅
、
福
祉
型
都
市
建
設
、
治
山

・
治
水
、
農
業
基
盤
整
備
、
防
災

な
ど
と
す
る
。
ま
た
、
地
域
の
福
祉
、
教
育
環
境
改
善

の
た
め
老
人
福
祉

施
設
、
公
立
文
教
施
設
な
ど

の
建
設
を
進
め
る
。
な
お
財
源

は
建
設
国
債

の
増
発
に
よ

っ
て
確
保
す
る
。

(三
五
、
○
○
○

)

㈹

ロ
ー
カ
ル
線
維
持
な
ど
交
通
対
策
の
推
進

国
鉄
清
算
事
業
団
に
対
す
る
補
助

(北
海
道
、
四
国
、
九
州
各
新
会
社

に
対
す
る
経
営
安
定
基
金
、

地
方
交
通
線

の
維
持
対
策
を
含
む
)、

地
方

バ

ス
運
行
確
保
、
特
定
船
舶
製
造
業
安
定
協
会
に
対
す
る
船
舶
解
撤
促
進

事
業
補
助
、
船
員
雇
用
対
策
事
業
費
等
を
増
額
す
る
。

(
一
、
四
六
七
)

働

地
方
財
政
対
策
の
強
化

地
方
交
付
税
の
総
額
確
保
等
財
政
調
整
制
度

の
充
実
、
国
庫
補
助
負
担

率
引
き
下
げ

の
中
止
と
地
方
単
独
事
業
等

の
充
実
、
地
域
産
業
振
興
を
は

か
る
。
国
庫
補
助
負
担
率
引
き
下
げ
に
つ
い
て
は
、
中
止
す
る
こ
と
と
し
、

か
つ
福
祉

・
文
教

・
公
共
事
業

の
拡
大
を
は
か
る
た
め
、
交
付
税

へ
の
特

例
加
算
、
地
方
税
改
正
増
収
額
等
に
つ
い
て
は
、
減
税
財
源
と
地
方
財
政

需
要
増
額
に
あ
て
る
。

(
一
八
、
七
三
〇
)

㈹

公
務
員
給
与
改
善
費

の
計
上

人
事
院
勧
告

の
完
全
実
施
を
は
か
る
た
め
、
公
務
員
給
与
改
善
費
の

一

%
を
当
初
予
算
に
計
上
す
る
。
な
お
地
方
に
お
い
て
も
同
様
に
措
置
す
る
。

(八
五
五
)

《
付

記
》

①
こ
の
予
算
組
み
替
え
に
よ
り
、
予
算
規
模
は
前
年
度
当
初
比
五
兆
六

八
六
七
億
円
、

一
〇

・
五
%
増
え
、
五
九
兆
七
七
五
三
億
円
と
な
る
。

②
減
税
は
、
表
示
の
ほ
か
個
人
住
民
税
六
六
〇
〇
億
円

(政
府
案
二
三

二
四
億
円
)
の
減
税
を
実
施
す
る
が
、
こ
の
財
源
補
填
は
、
国
税
増
収

(所

得
税

・
法
人
税
)
に
よ
る
交
付
税
の
増
額
、
国
税
改
正
に
よ
る
地
方
税

へ

の
は
ね
返
り
、
地
方
税
に
お
け
る
国
税
改
正
に
見
合
う
不
公
平
税
制
是
正

(少
額
貯
蓄
を
除
く
利
子

へ
の
地
方
税
課
税
等
)
等

に
よ

っ
て
確
保
す
る
。

③
N
T
T
株

の
売
却
収
入
は
、
政
府
予
算
案

で
は

一
兆
八
六
七
三
億
円

国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は

一
株

=

九

万
七
〇
〇
〇
円
と
し
て
計
算
し
た
も
の
で
、
こ
の
倍
額
で
売
却
で
き
る
と

仮
定
し
、
国
債
整
理
基
金
に
計
上
さ
れ
て
い
る
額
を
上
回
る
分
を

一
般
会

計

に
繰
り
入
れ
る
こ
と
と
す
る
。
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表1所 得税の税率改正案(単 位万円 ・%)

適用課
税所得

現 行
税 率

給与年収
(現行)

政府案 修正案
の税率 の税率

給与年収
(改正後)

X50

^v120

×150

～160

～200

～300

^400

^500

～600

:11

～1000

～1200

～1500

2000

～3000

～5000

5000

～8000

8000～

1U.5

12

14

17

21

11
35

40

45

50

55

60

65

70

ti315

^-41 .3

×521

644

^757

×985

1196

～1407

～1617

^x] .933

^2459

3512
～5617

～8775

8775

10.5].0.5

12

1412
.・

16

20
25
30

35
40
45

50
55
60

^-435

～476

～490

^542

^662

～889

1003

1202

～1412

～1623

^11938

^3517

～5623

5623^

(注)「 給与年収」は各税率の適用課税所得を夫婦子供2人

のサラリーマン標準世帯の年収に換算した概算金額(改

正後の値は62年度の場合)。

皿第
百
九
臨
時
国
会

(
一
九
八
七

・
九

・
一
九
)
に
お

い
て
、

マ
ル
優
廃

止
と
ひ
ぎ

か
・又
に
、
所
得
税
減
税
の

一
定
額

の
上
積
み
修
正
が
行
な
わ
れ

た
。
そ
れ
に
よ
る
税
率
構
造
な
ら
び
に
減
税
額
は
表
1

・
2
の
と
お
り
で

あ
る
。
な
お
、
法
人
税
改
正
は
売
上
税
法
案
と
と
も
に
先
送
り
と
な

っ
た
。

表2所 得税 ・住民税の減税額と政府案への上

積み額
一夫婦子供2人 のサラリーマン標準世帯一

(単位万円,カ ッコ内は現行税額に対する軽

減率%)

年収

300

400

goo

600

700

800

900

1aoo

1200

1500

ZOOO

3000

現行税額

7.8h3

21.575

36.405

61.445

$9.020

i20.440

153.880

188.710

272.485

418.225

7{}0.825

1350.415

.87年 度

減税額 上積み

1.?07(21.S)

2.G14(12.1}

4.720(12.0)

6.315(10.3)

7.845(8.8)

x.0.225(8.5)

14.162(9.2)

14.837{7,g}

11.775(4.3)

12,100(2.9)

12.600(1.8)

3$.275(2.8)

0

0

0.595

1.250

1.25Q

1.250

L250

1.250

ユ.250

1.250

1.250

1.250


